
  

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年12月20日 

【中間会計期間】 第47期中(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

【会社名】 プロミス株式会社 

【英訳名】 Promise Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  神 内 博 喜 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町１丁目２番４号 

【電話番号】 03(3287)1515(代表) 

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務部、経理部担当  藤 原 政 行 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町１丁目２番４号 

【電話番号】 03(3287)1515(代表) 

【事務連絡者氏名】 経理部長  阿 尾 省 吾 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

   (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第46期中において、海外子会社PROMISE(THAILAND)CO.,LTD.を新たに連結の範囲に含めております。 

３ 第47期中において、㈱Ｄｏフィナンシャルサービス、朝日エンタープライズ㈱、三洋信販㈱、ポケットカード㈱、㈱エー

ジーカード、三洋信販債権回収㈱及び三洋アセットマネジメント㈲を新たに連結の範囲に含め、普羅米斯顧問股份有限公

司を連結の範囲から除いております。 

  なお、朝日エンタープライズ㈱、三洋信販㈱、ポケットカード㈱、㈱エージーカード、三洋信販債権回収㈱及び三洋アセ

ットマネジメント㈲は、みなし取得日を平成19年９月30日としたため、貸借対照表のみを連結しております。 

  また、三洋信販㈱を連結の範囲に含めたことにより同社の連結子会社の住商ポケットファイナンス㈱を持分法適用関連会

社としておりますが、みなし取得日を平成19年９月30日としたため、損益の取り込みを行っておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、また、第

46期中、第46期は１株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。 

５ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

６ 純資産額の算定にあたり、第46期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

  

回次 第45期中 第46期中 第47期中 第45期 第46期 

会計期間 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日
至 平成18年
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日
至 平成19年
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等             

営業収益 (百万円) 190,460 190,532 170,131 381,297 368,915 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) 52,807 15,301 18,243 70,013 △201,502 

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) 31,358 △159,416 11,867 42,046 △378,282 

純資産額 (百万円) 785,102 610,690 420,666 776,357 386,171 

総資産額 (百万円) 1,731,000 1,698,260 2,102,484 1,760,186 1,569,539 

１株当たり純資産額 (円) 6,058.16 4,743.27 3,011.11 6,121.14 2,987.82 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△) 

(円) 236.72 △1,257.04 93.57 321.38 △2,982.86

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 45.36 35.42 18.16 44.11 24.14 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 42,747 11,284 61,041 74,552 86,587

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △6,875 △1,600 △116,849 △25,801 △5,118

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △75,086 23,880 62,523 △95,729 △5,873

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 71,655 97,731 208,963 63,851 139,853

従業員数 
(ほか、平均臨時雇用者数) 

(名)
5,009 
(897)

5,122
(871)

6,350
(1,038)

4,985 
(893)

4,961
(811)



  

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、また、第

46期中、第46期は１株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。 

３ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、第46期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

  

回次 第45期中 第46期中 第47期中 第45期 第46期 

会計期間 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日
至 平成18年
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日
至 平成19年
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日 

(2) 提出会社の経営指標等             

営業収益 (百万円) 154,227 155,325 138,765 307,960 299,910 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) 49,356 12,572 11,236 67,718 △196,852 

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) 28,580 △143,741 4,649 40,994 △374,940 

資本金 (百万円) 80,737 80,737 80,737 80,737 80,737 

発行済株式総数 (株) 134,866,665 134,866,665 134,866,665 134,866,665 134,866,665 

純資産額 (百万円) 762,282 595,936 355,248 754,662 360,315 

総資産額 (百万円) 1,589,848 1,537,388 1,452,268 1,598,348 1,385,254 

１株当たり純資産額 (円) 5,882.07 4,699.13 2,801.24 5,950.17 2,841.19 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△) 

(円) 215.75 △1,133.44 36.66 313.42 △2,956.51

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 52.50 52.50 20.00 105.00 105.00 

自己資本比率 (％) 47.95 38.76 24.46 47.22 26.01 

従業員数 
(ほか、平均臨時雇用者数) 

(名)
3,557 
(51)

3,628
(30)

3,392
(17)

3,582 
(46)

3,544
(27)



２ 【事業の内容】 

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、プロミス株式会社、連結子会社16社、非連結子会社11社、関連会社３

社(うち、持分法適用関連会社２社)、その他の関係会社２社で構成され、金融事業(消費者金融事業、クレジットカー

ド事業、債権管理回収事業)及びその他の事業(ビルの賃貸業等)を主な事業としております。 

なお、その他の関係会社に該当する株式会社三井住友銀行は銀行業を、株式会社三井住友フィナンシャルグループ

は同社の関係会社に係る経営管理及びこれに付帯する業務を行っております。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

(注) １ 特定子会社に該当します。 

２ 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

３ 三洋信販㈱及びポケットカード㈱は、有価証券報告書提出会社であります。 

４ 朝日エンタープライズ㈱は、平成19年10月９日付で本店の所在地を東京都千代田区に移転しております。 

５ 「議決権の所有割合」欄の（ ）内は内数で、間接所有であります。 

６ 「役員の兼任等」欄の（ ）内は内数で、当社従業員の兼任者数であります。 

  

また、当社の連結子会社である㈱クオークローンは、平成19年12月１日付で、㈱タンポートに社名を変更いたしました。 

  

  

名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の
内容 

議決権の
所有割合

(％) 

関係内容 
摘要 役員の

兼任等 
資金援助

営業上の 
取引 

設備の 
賃貸借 

（連結子会社）           

朝日エンタープライズ㈱ 
福岡市 
博多区 

63 
三 洋 信 販 ㈱ 

へ  の  投  資 
100.0 

４名 

(２名) 

同社への 

資金貸付 
― ― (注)4

三 洋 信 販 ㈱ 

福岡市 
博多区 
東京都 

千代田区 

16,268 消費者金融事業 
95.4 

(95.4)

―名 

(―名) 
― ― ― 

(注) 

1,3 

ポ ケ ッ ト カ ー ド ㈱ 東京都 
港区 

11,268 
ク レ ジ ッ ト 

カ ー ド 事 業 

44.9 

 (44.9)

―名 

(―名) 
― 

ＡＴＭネ
ットワー
クの提携 

― 
(注) 

1,2,3

㈱ エ ー ジ ー カ ー ド 福岡市 
博多区 

400 
ク レ ジ ッ ト 

カ ー ド 事 業 

63.0 

 (63.0)

―名 

(―名) 
― 

ＡＴＭネ
ットワー
クの提携 

― ― 

三 洋 信 販 
債 権 回 収 ㈱ 

東京都 
港区 

500 
債  権  管  理 

回  収  事  業 

94.1 

 (94.1)

―名 

(―名) 
― ― ― ― 

三 洋 ア セ ッ ト 
マ ネ ジ メ ン ト ㈲ 

東京都 
港区 

3 
債  権  管  理 

回  収  事  業 

95.4 

 (95.4)

―名 

(―名) 
― ― ― ― 

（持分法適用関連会社）           

住 商 ポ ケ ッ ト 
フ ァ イ ナ ン ス ㈱ 

東京都 
港区 

1,000 消費者金融事業 
47.6 

 (47.6)

―名 

(―名) 
― ― ― ― 



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員数であり、当社及び連結子会社の各会社の中間会計期間末(国内連結会社は平成19年９月30日現在、

海外連結会社は平成19年６月30日現在)における就業人員数の合計を記載しております。 

２ 従業員数欄の( )は外数で、臨時従業員の中間連結会計期間の平均雇用人員数であります。 

  なお、臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。 

３ 従業員数が当中間連結会計期間において1,389人増加しておりますが、その主な理由は、㈱Ｄｏフィナンシャルサービ

ス、朝日エンタープライズ㈱、三洋信販㈱、ポケットカード㈱、㈱エージーカード、三洋信販債権回収㈱及び三洋アセッ

トマネジメント㈲を新たに連結の範囲に含めたことによります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在の従業員数は、3,392名であります。 

従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

このほか臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員数は、17名であります。 

なお、臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(3) 労働組合の状況 

三洋信販株式会社及びポケットカード株式会社において、労働組合がそれぞれ結成されております。いずれも結

成以来労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。 

なお、三洋信販株式会社及びポケットカード株式会社以外においては、労働組合は結成されておりませんが、労

使関係は良好であります。 

  

区分 金融事業 その他の事業 合計 

従業員数(名) 6,117(428) 233(610) 6,350(1,038) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国の経済は、堅調な企業業績を背景として、設備投資の増加や雇用・所得環境の改善

が見られるなど、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、米国のサブプライムロー

ン問題を発端とする金融市場の混乱と信用収縮によって、世界経済の先行きに警戒感が広がっているほか、原油・

原材料価格の高騰や所得格差の拡大等の懸念材料も依然として残っております。 

消費者金融業界におきましては、平成18年12月に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」（以

下、「改正貸金業関連法」という）が成立したことを受けて、各社とも従来のビジネスモデルの見直しや新たな収

益源を模索する一方、大規模なリストラ策の実施を迫られております。また、中小零細業者の中には、利息返還請

求の増加や資金調達環境の悪化等を理由に、廃業や倒産に至るところも出てきており、業界を取り巻く状況は、一

層厳しさを増しております。 

このような状況のもと、プロミスグループでは、お客様支持No.1のサービスを提供できる企業グループを目指

し、事業環境の急激な変化を踏まえ、「消費者事業の再構築」と「収益基盤の多角化」を戦略の柱として、収益力

の確保と新たな成長基盤の確立に取り組んでおります。 
  
当中間連結会計期間の事業別の状況は、次のとおりであります。 
  

  ①金融事業 
金融事業につきましては、債権の良質化に向けた与信の厳格化や、利息返還請求の増加に伴う貸倒償却の増加等

により、営業貸付金残高が大幅に減少したことから、利息収入が減少いたしました結果、当中間連結会計期間の
「金融事業収益」は、166,867百万円（前年同期比9.5％減）となりました。 
当中間連結会計期間に取り組んだ主な施策は、次のとおりであります。 

   
（消費者金融事業の再構築） 

プロミスグループでは、改正貸金業関連法の全面施行を見据えた利益構造への転換を図るべく、消費者金融事業

の再構築に取り組んでおります。 

平成19年８月には、それまで営業ブロック毎に全国８ヵ所に設置していたＳＴセンター（自動契約機及びローン

申込機の受付を行う集中部署）を東西２ヵ所に集約するとともに、そこに東西２ヵ所で運営していたコンタクトセ

ンター（コールセンター業務及びインターネット店舗の申込受付を行う集中部署）の機能を統合することで、組織

のスリム化を図りました。また、全国の有人店舗、無人店舗、ローン申込機につきましても、その稼動状況や近隣

の提携チャネルの配備状況等を踏まえ、お客様の利便性を損なわないように配慮した上で、段階的に統廃合を進め

ております。 

一方、株式会社クオークローン、及びサンライフ株式会社の２社につきましては、現行の「出資の受入れ、預り

金及び金利等の取締りに関する法律」（以下、「出資法」という）の規制金利である年率29.2％の商品を主力とし

ていることから、グループ戦略における位置付けを見直し、事業の大幅な縮小を進めております。平成19年６月に

新規顧客への貸付を停止したほか、保有債権をグループ企業へ段階的に移行させるとともに、営業店舗の閉鎖や人

員の再配置にも着手しております。なお、今後につきましては、債権移行に適さない一部債権の管理回収業務のみ

の取り扱いを予定しております。 

こうした取り組みに加えて、改正貸金業関連法の全面施行後も十分な収益の確保と、競合他社に優る強固な事業

基盤の早期構築を目的として、プロミス株式会社は、平成19年７月に三洋信販株式会社との経営統合について合意

し、９月には本合意に基づく友好的な株式公開買付け（ＴＯＢ）が成立いたしました。これにより、両グループを

合わせた営業貸付金残高は業界最大となり、そのスケールメリットによって収益規模を確保するとともに、統合に

よるシナジー効果により、経営の効率化や成長戦略への取り組みをダイナミックに推進していくことが可能となり

ます。今後は、両グループの経営資源の共有化・集中化を図り、抜本的なコスト構造改革を推進するとともに、信

用保証事業、クレジットカード事業、サービサー事業等、両グループの連携により、収益力の強化に取り組んで参

ります。 



（収益基盤の多角化） 

プロミスグループでは、これまで培ってきたノウハウと提携先企業の持つ強みを融合することで収益基盤の多角

化を図り、トップラインの拡大に取り組んでおります。 

プロミスグループでは現在、他企業との提携等を通じて、幅広い消費者との接点を持つ新しい事業領域に進出

し、そこで顕在化した資金決済ニーズに直接アプローチする新たなビジネスモデルの構築を進めております。新事

業といたしましては、既に株式会社カウイチが、平成19年４月に株式会社ライブドアとの提携により、インターネ

ットショッピングモールの運営事業を開始したのに加え、平成19年10月には、株式会社カーイチが、ヤフー株式会

社等との提携を通じて中古車のインターネットオークション事業を開始しております。今後は、これらの新事業で

発生する多様な資金決済ニーズに対し、平成19年２月に設立した総合ファイナンス会社、株式会社Ｄｏフィナンシ

ャルサービスが柔軟な金融サービスを提供して参ります。 

また、信用保証事業につきましては、株式会社三井住友銀行及びアットローン株式会社への信用保証を中心に、

順調に信用保証残高を伸張させております。平成19年９月末現在、プロミス株式会社の信用保証提携先数は11社、

信用保証残高は319,026百万円（アットローン株式会社との連結相殺消去分127,476百万円を含む）となっておりま

す。なお、三洋信販株式会社並びにそのグループ企業（以下、「三洋信販グループ」という）においても、地方銀

行をはじめとする地域金融機関ときめ細やかな信用保証提携ネットワークを構築しており、平成19年９月末現在、

提携先数168社、信用保証残高150,808百万円を有しております。今後は、信用保証事業においても両社の融合を図

り、保証事業を収益の大きな柱へと成長させて参ります。 

  

②その他の事業 

プロミス株式会社では、経営資源を活用し収益基盤の強化を図る目的から、自社ＡＴＭの開放提携事業を展開し

ております。平成19年９月末現在の提携先数は、クレジットカード会社２社、信販会社９社、消費者金融会社19社

（うち３社はグループ企業）の30社となっております。 

また、金融周辺事業では、株式会社ネットフューチャーの運営するテレマーケティング事業やシステム開発事業

等において、外部受注の新規開拓とコスト構造の改革に取り組み、収益性の向上を図っております。 

当中間連結会計期間におきましては、このような取り組みの結果、商品売上高は増加いたしましたものの、カス

ケード事業（株式会社三井住友銀行、アットローン株式会社及びプロミス株式会社の３社共同による消費者ローン

事業）の伸張が想定を下回ったことから、「その他の事業収益」は、3,264百万円（前年同期比46.2％減）となりま

した。 

  

以上の結果、営業収益は、170,131百万円（前年同期比10.7％減）となりました。利益面では、国内金融子会社再

編や集中部署のスリム化等の合理化施策に伴う諸費用を特別損失として計上いたしましたものの、広告宣伝費をは

じめとする各種コスト削減の効果が見られたこと等により、経常利益は18,243百万円（前年同期比19.2％増）、中

間純利益は11,867百万円となりました。 

  

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から69,109百万円

（49.4％）増加し、208,963百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、61,041百万円の収入となりました。これは営業貸付金の減少81,387百万

円並びに非資金費用である貸倒引当金の減少27,975百万円等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、116,849百万円の支出となりました。主な要因は、連結範囲の変更を伴う

関係会社株式の取得による支出114,870百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、62,523百万円の収入となりました。これは主に、社債の純収支49,879百

万円によるものであります。 

  

 (注) 「業績等の概要」に記載されている金額には、消費税等は含まれておりません。 

  



２ 【営業及び調達の状況】 

(1) 当社グループにおける営業貸付金の内訳等 

当中間連結会計期間における営業及び調達の状況は、次のとおりであります。ただし、全セグメントの営業収益

の合計、営業利益の合計額に占める「金融事業」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメ

ントに関連付けて記載しておりません。 

また、営業及び調達の状況に記載されている金額には、消費税等は含まれておりません。 

① 営業店舗数及び自動設備台数 

  

(注) １ 自動契約機及びローン申込機の台数は、総設置台数であります。 

２ 前中間連結会計期間末 

・当社の現金自動設備(ＣＤ・ＡＴＭ)の提携先数は、民間金融機関394(うち銀行系113)、流通系９、信販系８、その他２

の合計413であります。 

   なお、提携分は108,507台であります。 

  ・当社は、上記以外に㈱ファミリーマート、㈱ローソン、㈱スリーエフとの提携により、同社の国内店舗において入金受

付が可能であります。 

３ 当中間連結会計期間末 

・当社の現金自動設備(ＣＤ・ＡＴＭ)の提携先数は、民間金融機関388(うち銀行系111)、流通系７、信販系８、その他２

の合計405であります。 

   なお、提携分は113,457台であります。 

  ・当社は、上記以外に㈱ファミリーマート、㈱ローソンとの提携により、同社の国内店舗において入金受付が可能であり

ます。 

  

区分 

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

連結 当社 連結 当社 

店舗 (店) 1,592 1,478 2,314 1,464 

(うち有人店舗)     (473) (414) (535) (408)

(うち無人店舗)   (1,119) (1,064) (1,779) (1,056)

自動契約機 (台) 1,534 1,471 2,235 1,458 

現金自動設備  (自社設置分) (台) 1,692 1,692 2,545 1,666 

ローン申込機 (台) 1,010 1,010 849 849 



② 種類別営業収益 

  

(注) １ 金融事業収益の「その他の金融収益」は、預金利息、貸付金利息などであります。 

２ その他の事業収益の「その他」は、不動産賃貸収入、受取手数料収入などであります。 

３ 金融事業収益の「償却債権及び同利息回収額」「あっせん収益」「債権管理回収高」「保証事業収益」及びその他の事業

収益の「その他」は、中間連結損益計算書においては「その他の営業収益」として計上しております。 

４ 主な相手先別営業収益については、営業収益に占める割合が100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

  

③ 貸付金の種類別残高内訳  
  

(注) １ 平均約定金利は、中間連結会計期間末の顧客別貸付利率を加重平均して算出しております。 

２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当中間連結会計期間末21,739百万円）を含めて記載しておりま

す。 

  

  

種類別 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

金額(百万円) 構成割合(％) 金額(百万円) 構成割合(％) 

金融事業収益 営業貸付金利息 177,118 93.0 156,447 91.9 

  
償却債権及び 
同利息回収額 

2,862 1.5 2,881 1.7

  あっせん収益 195 0.1 155 0.1 

  債権管理回収高 1,417 0.7 2,995 1.8 

  保証事業収益 2,837 1.5 4,031 2.4 

  その他の金融収益 33 0.0 356 0.2 

  計 184,464 96.8 166,867 98.1 

その他の事業収益 商品売上高 216 0.1 523 0.3 

  その他 5,851 3.1 2,740 1.6 

  計 6,068 3.2 3,264 1.9 

合計 190,532 100.0 170,131 100.0 

貸付種別 

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

件数 
(件) 

構成 
割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

平均約
定金利 
(％) 

件数
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高 
(百万円) 

構成 
割合 
(％) 

平均約
定金利 
(％) 

消費者向 

無担保ローン 
(住宅向を除く) 2,916,689 99.9 1,571,407 99.8 23.96 3,567,199 99.9 1,872,340 99.0 23.35 

有担保ローン 
(住宅向を除く) 1,307 0.1 3,179 0.2 16.87 4,371 0.1 18,190 1.0 15.22 

合計 2,917,996 100.0 1,574,586 100.0 23.95 3,571,570 100.0 1,890,531 100.0 23.15 



④ 業種別貸付金残高内訳  

(注) １ 先数とは、顧客別に名寄せした債務者数で、当社及び連結子会社毎の先数の合計を記載しております。 

２ 前中間連結会計期間末の先数の個人のうち、無担保ローンは2,916,229件、有担保ローンは1,307件であります。 

３ 当中間連結会計期間末の先数の個人のうち、無担保ローンは3,566,888件、有担保ローンは4,371件であります。 

４  資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当中間連結会計期間末21,739百万円）を含めて記載しておりま

す。 
  

⑤ 担保別貸付金残高内訳 

(注)  資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当中間連結会計期間末21,739百万円）を含めて記載しております。 

  

⑥ 期間別貸付金残高内訳 

(注) １ リボルビングによる契約(極度借入基本契約)は、一定の利用限度枠を決めておき、その枠内で利用する契約であります。

２ 「１件当たり平均期間」は、リボルビングによる契約を含んでおりますので算出しておりません。 

３  資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当中間連結会計期間末21,739百万円）を含めて記載しておりま

す。 

業種別 

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

先数 
(件) 

構成割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成割合
(％) 

先数
(件) 

構成割合
(％) 

残高 
(百万円) 

構成割合
(％) 

個人 2,917,536 100.0 1,574,586 100.0 3,571,259 100.0 1,890,531 100.0

合計 2,917,536 100.0 1,574,586 100.0 3,571,259 100.0 1,890,531 100.0

受入担保の種類 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

残高(百万円) 構成割合(％) 残高(百万円) 構成割合(％) 

有価証券 0 0.0 ― ― 

(うち株式) (0) (0.0) (―) (―)

不動産 3,178 0.2 18,190 0.9 

計 3,179 0.2 18,190 0.9 

保証 62 0.0 1,637 0.1 

無担保 1,571,345 99.8 1,870,703 99.0 

計 1,571,407 99.8 1,872,340 99.1 

合計 1,574,586 100.0 1,890,531 100.0 

期間別 

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

件数 
(件) 

構成割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成割合
(％) 

件数
(件) 

構成割合
(％) 

残高 
(百万円) 

構成割合
(％) 

リボルビングによる契約 2,908,947 99.7 1,573,683 99.9 3,434,819 96.2 1,837,902 97.2 

１年以下   882 0.0 17 0.0 40,512 1.1 8,810 0.5 

１年超 ５年以下 8,124 0.3 862 0.1 92,973 2.6 28,278 1.5 

５年超 10年以下 41 0.0 23 0.0 670 0.0 2,053 0.1 

10年超  15年以下 2 0.0 0 0.0 2,469 0.1 12,587 0.7 

15年超  20年以下 ― ― ― ― 127 0.0 898 0.0 

合計 2,917,996 100.0 1,574,586 100.0 3,571,570 100.0 1,890,531 100.0 

１件当たり平均期間 ――――― ――――― 



⑦ 地区別貸付金残高内訳 

  

(注)１ 各地区の都道府県区分は次のとおりであります。 

・ 北海道地区：北海道 

・ 東北地区 ：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

・ 関東地区 ：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

・ 中部地区 ：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 

・ 近畿地区 ：三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

・ 中国地区 ：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

・ 四国地区 ：徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

・ 九州地区 ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

なお、「地区」は営業店舗の所在地を基準に集計しております。 

２  資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当中間連結会計期間末21,739百万円）を含めて記載しておりま

す。 

  

  

地区別 

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

件数 
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

件数
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高 
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

無担保ローン 国内 北海道地区 124,321 4.3 61,696 3.9 144,362 3.9 69,165 3.7 

  

  東北地区 236,271 8.1 131,896 8.4 253,637 7.1 135,689 7.2 

  関東地区 1,189,277 40.7 665,918 42.3 1,178,095 33.0 655,708 34.6 

  中部地区 319,578 11.0 187,758 11.9 340,931 9.5 191,764 10.1 

  近畿地区 473,319 16.2 246,864 15.7 681,736 19.2 318,697 16.8 

  中国地区 123,331 4.2 63,117 4.0 200,192 5.6 106,975 5.7 

  四国地区 101,454 3.5 54,487 3.5    104,291 2.9 54,479 2.9 

  九州地区 280,703 9.6 136,421 8.7 588,252 16.5 309,512 16.4 

  小計 2,848,254 97.6 1,548,161 98.4 3,491,496 97.7 1,841,993 97.4 

海外 香港 60,797 2.1 22,656 1.4 55,148 1.5 24,360 1.3 

  タイ 7,638 0.2 589 0.0 20,555 0.6 5,986 0.3 

  小計 68,435 2.3 23,246 1.4 75,703 2.1 30,347 1.6 

計 2,916,689 99.9 1,571,407 99.8 3,567,199 99.8 1,872,340 99.0 

有担保ローン 国内 北海道地区 35 0.0 80 0.0 77 0.0 260 0.0 

  

  東北地区 90 0.0 207 0.0 180 0.0 700 0.0 

  関東地区 249 0.0 587 0.0 429 0.0 1,724 0.1 

  中部地区 79 0.0 205 0.0 349 0.0 1,704 0.1 

  近畿地区 649 0.1 1,566 0.2 708 0.1 1,956 0.2 

  中国地区 118 0.0 308 0.0 687 0.0 3,125 0.2 

  四国地区 20 0.0 40 0.0 38 0.0 154 0.0 

  九州地区 67 0.0 183 0.0 1,903 0.1 8,563 0.4 

計 1,307 0.1 3,179 0.2 4,371 0.2 18,190 1.0 

合計 2,917,996 100.0 1,574,586 100.0 3,571,570 100.0 1,890,531 100.0 



⑧ 資金調達内訳 

調達別 

  

(注) １ 「自己資本」は、資産の合計額より負債及び少数株主持分の合計額並びに中間配当金の予定額を控除し、引当金の合計額

を加えて算出しております。 

２ 平均調達金利は、金融機関等からの借入金等の期中平均残高に占める当該借入金等に係る利息の額の割合を基として算出

しております。 
  
  
(2) 当社における営業貸付金の内訳等 
① 貸付金の種類別残高内訳 

  

(注) 平均約定金利は、中間会計期間末の顧客別貸付利率を加重平均して算出しております。 

  

  

  

② 業種別貸付金残高内訳 

  

(注) １ 先数は、顧客別に名寄せした債務者数を記載しております。 

２ 前中間会計期間末の先数の個人のうち、無担保ローンは2,252,350件、有担保ローンは1,240件であります。 

３ 当中間会計期間末の先数の個人のうち、無担保ローンは2,144,310件、有担保ローンは1,036件であります。 
  

次へ 

借入先等 

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

残高(百万円) 平均調達金利(％) 残高(百万円) 平均調達金利(％) 

金融機関等からの借入 705,200 1.42 905,151 1.70 

その他 210,000 1.64 389,011 1.89 

(うち社債・ＣＰ) (210,000) (1.64) (389,011) (1.89)

合計 915,200 1.48 1,294,163 1.76 

自己資本 952,628 ― 1,119,479 ― 

(うち資本金) (80,737) (―) (80,737) (―)

貸付種別 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

件数 
(件) 

構成 
割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

平均約
定金利 
(％) 

件数
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高 
(百万円) 

構成 
割合 
(％) 

平均約
定金利 
(％) 

消費者向 

無担保ローン 
(住宅向を除く) 2,252,810 99.9 1,270,317 99.8 23.88 2,144,621 99.9 1,181,471 99.8 23.24 

有担保ローン 
(住宅向を除く) 1,240 0.1 3,062 0.2 16.84 1,036 0.1 2,494 0.2 16.83 

合計 2,254,050 100.0 1,273,379 100.0 23.87 2,145,657 100.0 1,183,965 100.0 23.23 

業種別 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

先数 
(件) 

構成割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成割合
(％) 

先数
(件) 

構成割合
(％) 

残高 
(百万円) 

構成割合
(％) 

個人 2,253,590 100.0 1,273,379 100.0 2,145,346 100.0 1,183,965 100.0

合計 2,253,590 100.0 1,273,379 100.0 2,145,346 100.0 1,183,965 100.0



③ 担保別貸付金残高内訳 

  

  

④ 期間別貸付金残高内訳 

ａ 無担保、有担保合算 

  

(注) １ リボルビングによる契約(極度借入基本契約)は、一定の利用限度枠を決めておき、その枠内で利用する契約であります。

２ リボルビングによる契約は、無担保ローンは５年毎、有担保ローンは３年毎の自動継続であります。 

３ 「１件当たり平均期間」は、リボルビングによる契約を含んでおりますので算出しておりません。よって当社の主契約で

ある無担保リボルビング契約の期間を記載しております。 

  

ｂ 無担保、有担保別 
  

  

  

受入担保の種類 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

残高(百万円) 構成割合(％) 残高(百万円) 構成割合(％) 

有価証券 ― ― ― ― 

(うち株式) (―) (―) (―) (―)

不動産 3,062 0.2 2,494 0.2 

計 3,062 0.2 2,494 0.2 

保証 ― ― ― ― 

無担保 1,270,317 99.8 1,181,471 99.8 

合計 1,273,379 100.0 1,183,965 100.0 

期間別 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

件数 
(件) 

構成割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成割合
(％) 

件数
(件) 

構成割合
(％) 

残高 
(百万円) 

構成割合
(％) 

リボルビングによる契約 2,252,802 99.9 1,273,129 100.0 2,144,747 100.0 1,183,795 100.0 

１年以下   14 0.0 0 0.0 11 0.0 0 0.0 

１年超 ５年以下 1,234 0.1 249 0.0 899 0.0 168 0.0 

合計 2,254,050 100.0 1,273,379 100.0 2,145,657 100.0 1,183,965 100.0 

１件当たり平均期間 ５年０ヵ月 ５年０ヵ月 

期間別 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

件数 
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

件数
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高 
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

無担保ローン 無担保リボルビング 2,251,562 99.8 1,270,067 99.8 2,143,711 99.9 1,181,301 99.8 

  

１年以下   14 0.0 0 0.0 11 0.0 0 0.0 

１年超 ５年以下 1,234 0.1 249 0.0 899 0.0 168 0.0 

計 2,252,810 99.9 1,270,317 99.8 2,144,621 99.9 1,181,471 99.8 

有担保ローン 有担保リボルビング 1,240 0.1 3,062 0.2 1,036 0.1 2,494 0.2 

合計 2,254,050 100.0 1,273,379 100.0 2,145,657 100.0 1,183,965 100.0 



⑤ 地区別営業貸付金利息 

  

(注) 各地区の都道府県区分は次のとおりであります。 

・ 北海道地区：北海道 

・ 東北地区 ：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

・ 関東地区 ：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

・ 中部地区 ：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 

・ 近畿地区 ：三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

・ 中国地区 ：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

・ 四国地区 ：徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

・ 九州地区 ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 なお、「地区」は営業店舗の所在地を基準に集計しております。 

  

⑥ 営業貸付金の増減額及び残高 

  

(注) 切替額欄には、「無担保ローン」「有担保ローン」の科目区分の変更が発生した場合に記載しております。 

  

次へ 

地区別 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

金額(百万円) 構成割合(％) 金額(百万円) 構成割合(％) 

北海道地区 6,494 4.5 5,559 4.4 

東北地区 14,539 10.2 12,748 10.1 

関東地区 51,503 36.0 45,788 36.3 

中部地区 21,521 15.0 18,970 15.1 

近畿地区 23,686 16.6 20,694 16.4 

中国地区 6,334 4.4 5,617 4.5 

四国地区 4,254 3.0 3,893 3.1 

九州地区 14,787 10.3 12,740 10.1 

合計 143,121 100.0 126,012 100.0 

項目 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

金額 
(百万円) 

うち無担保
ローン 
(百万円) 

うち有担保
ローン 
(百万円) 

金額
(百万円) 

うち無担保 
ローン 
(百万円) 

うち有担保
ローン 
(百万円) 

期首残高 1,295,316 1,291,953 3,362 1,193,876 1,191,129 2,747 

期中貸付額 311,502 311,417 85 280,173 280,106 67 

期中回収額 279,853 279,571 282 230,746 230,509 237 

切替額 ― ― ― ― ― ― 

貸倒損失額 53,585 53,481 103 59,337 59,254 83 

中間残高 1,273,379 1,270,317 3,062 1,183,965 1,181,471 2,494 

平均貸付金残高 1,289,637 1,286,417 3,219 1,181,685 1,179,064 2,620 



⑦ 貸付利率別残高内訳 

  

  

  

⑧ 貸付金額別残高内訳 

  

(注) １ 前中間会計期間末の１件当たり平均貸付残高(千円)の計算において先数で算出した場合、「１件当たり平均貸付残高」は

565千円、「無担保ローン」は563千円となります。なお、「有担保ローン」は変動ありません。 

２ 当中間会計期間末の１件当たり平均貸付残高(千円)の計算において先数で算出した場合、「１件当たり平均貸付残高」は

551千円、「無担保ローン」は550千円となります。なお、「有担保ローン」は変動ありません。 

３ 先数とは、顧客別に名寄せした債務者数であります。 

  

前へ   次へ 

利率別 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

件数 
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

件数
(件) 

構成 
割合 
(％) 

残高 
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

無担保ローン 年利率  10.0％以下 17,816 0.8 12,846 1.0 41,697 1.9 25,660 2.2 

  年利率  10.0％超 15.0％以下 3,784 0.2 2,450 0.2 13,514 0.6 9,306 0.8 

  年利率  15.0％超 18.0％以下 23,986 1.1 31,886 2.5 117,802 5.5 92,430 7.8 

  年利率  18.0％超 20.0％以下 70,129 3.1 78,792 6.2 79,105 3.7 82,679 7.0 

  年利率  20.0％超 22.0％以下 74,827 3.3 104,063 8.2 66,643 3.1 86,810 7.3 

  年利率  22.0％超 24.0％以下 275,930 12.2 271,704 21.3 254,054 11.8 225,063 19.0 

  年利率  24.0％超 26.0％以下 1,783,015 79.1 767,824 60.3 1,570,610 73.2 659,287 55.7 

  年利率  26.0％超 29.2％以下 3,323 0.1 749 0.1 1,196 0.1 232 0.0 

  計 2,252,810 99.9 1,270,317 99.8 2,144,621 99.9 1,181,471 99.8 

有担保ローン 年利率  10.0％超 15.0％以下 242 0.0 673 0.0 212 0.0 554 0.1 

  年利率  15.0％超 18.0％以下 998 0.1 2,388 0.2 824 0.1 1,940 0.1 

  計 1,240 0.1 3,062 0.2 1,036 0.1 2,494 0.2 

合計 2,254,050 100.0 1,273,379 100.0 2,145,657 100.0 1,183,965 100.0 

金額別 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

件数 
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

件数
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高 
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

無担保ローン  10万円以下 205,683 9.1 13,843 1.0 202,880 9.4 13,172 1.1 

  

 10万円超   30万円以下 432,012 19.2 98,751 7.8 426,872 19.9 95,906 8.1 

 30万円超   50万円以下 1,001,104 44.4 455,680 35.8 960,942 44.8 435,945 36.8 

 50万円超  100万円以下 363,840 16.1 291,609 22.9 326,387 15.2 262,142 22.2 

100万円超  300万円以下 250,171 11.1 410,432 32.3 227,540 10.6 374,304 31.6 

計 2,252,810 99.9 1,270,317 99.8 2,144,621 99.9 1,181,471 99.8 

有担保ローン 100万円以下 109 0.0 55 0.0 104 0.0 55 0.0 

  

100万円超  500万円以下 1,129 0.1 2,995 0.2 930 0.1 2,428 0.2 

500万円超 1,000万円以下 2 0.0 10 0.0 2 0.0 10 0.0 

計 1,240 0.1 3,062 0.2 1,036 0.1 2,494 0.2 

合計 2,254,050 100.0 1,273,379 100.0 2,145,657 100.0 1,183,965 100.0 

１件当たり平均貸付残高    (千円)     564       551   

無担保ローン      (千円)     563       550   

有担保ローン     (千円)     2,469       2,407   



⑨ 男女別・年齢別無担保ローン残高内訳 

  

(注) 先数とは、顧客別に名寄せした債務者数を記載しております。 

  

⑩ 営業店１店舗当たり及び従業員１名当たり営業貸付金残高 

  

  

  

前へ   次へ 

区分 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

先数 
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

先数
(件) 

構成
割合 
(％) 

残高 
(百万円) 

構成
割合 
(％) 

男性 18  ～  19歳 14 0.0 2 0.0 2 0.0 0 0.0 

  

20  ～  29歳 321,274 14.2 133,628 10.5 277,479 13.0 109,974 9.3 

30  ～  39歳 497,628 22.1 322,809 25.4 468,184 21.8 290,494 24.6 

40  ～  49歳 341,799 15.2 244,331 19.2 339,293 15.8 235,818 20.0 

50  ～  59歳 310,941 13.8 219,314 17.3 295,260 13.8 204,393 17.3 

60歳以上   159,502 7.1 83,036 6.6 167,148 7.8 89,235 7.5 

計 1,631,158 72.4 1,003,123 79.0 1,547,366 72.2 929,916 78.7 

女性 18  ～  19歳 19 0.0 5 0.0 14 0.0 5 0.0 

  

20  ～  29歳 121,026 5.4 42,503 3.3 105,571 4.9 35,539 3.0 

30  ～  39歳 159,472 7.1 71,797 5.7 151,347 7.1 66,039 5.6 

40  ～  49歳 125,798 5.6 57,819 4.5 125,419 5.8 56,444 4.8 

50  ～  59歳 130,539 5.8 60,763 4.8 126,680 5.9 57,955 4.9 

60歳以上 84,338 3.7 34,303 2.7 87,913 4.1 35,570 3.0 

計 621,192 27.6 267,194 21.0 596,944 27.8 251,554 21.3 

合計 2,252,350 100.0 1,270,317 100.0 2,144,310 100.0 1,181,471 100.0 

項目 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

件数(件) 残高(百万円) 件数(件) 残高(百万円) 

営業店１店舗当たり営業貸付金残高 5,444 3,075 5,258 2,901 

従業員１名当たり営業貸付金残高 792 447 761 419 

(注) １ 営業店１店舗当たり営業貸付金残高は、 
中間営業貸付金残高 

により算出しております。 
中間営業店舗(有人店舗)数

なお、中間営業店舗(有人店舗)数は、前中間会計期間末が414店、当中間会計期間末が408店でありま

す。 

２ 従業員１名当たり営業貸付金残高は、 
中間営業貸付金残高 

により算出しております。 
中間従業員数 

なお、中間従業員数は、営業に直接携わる中間従業員数であり、前中間会計期間末が2,844名、当中間会

計期間末が2,819名であります。 



⑪ 資金調達内訳 

ａ 調達別 
  

(注) １ 「自己資本」は、資産の合計額より負債の合計額並びに中間配当金の予定額を控除し、引当金の合計額を加えて算出して

おります。 

２ 平均調達金利は、金融機関等からの借入金等の期中平均残高に占める当該借入金等に係る利息の額の割合を基として算出

しております。 

  

ｂ 金融機関別 
  

  

前へ     

借入先等 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

残高(百万円) 平均調達金利(％) 残高(百万円) 平均調達金利(％) 

金融機関等からの借入 568,840 1.53 543,250 1.61 

その他 210,000 1.64 290,411 1.97 

(うち社債・ＣＰ) (210,000) (1.64) (290,411) (1.97)

合計 778,840 1.56 833,661 1.73 

自己資本 904,268 ― 844,763 ― 

(うち資本金) (80,737) (―) (80,737) (―)

区分 

前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

期首残高
(百万円) 

調達額 
(百万円) 

返済額
(百万円) 

中間残高
(百万円) 

期首残高
(百万円) 

調達額
(百万円) 

返済額 
(百万円) 

中間残高
(百万円) 

借入金 

都市銀行等 150,791 103,639 56,788 197,642 186,493 100,000 30,773 255,720 

地方銀行 24,026 20,000 6,372 37,654 35,305 1,000 4,515 31,790 

信託銀行 129,004 15,807 19,149 125,661 113,670 ― 16,279 97,391 

外国銀行 9,000 5,000 ― 14,000 14,000 8,000 4,000 18,000 

系統金融機関 10,208 13,500 2,069 21,639 19,837 ― 1,152 18,685 

生命保険会社 168,238 14,300 28,877 153,661 134,677 1,100 26,946 108,831 

損害保険会社 15,449 5,390 3,756 17,083 14,334 ― 2,201 12,133 

事業会社 

(リース・ファ

イナンス会社

等) 

1,845 ― 345 1,500 900 ― 200 700 

計 508,561 177,636 117,356 568,840 519,216 110,100 86,066 543,250 

コマーシャルペーパー 20,000 154,000 154,000 20,000 ― ― ― ― 

社債 

(１年内償還予定を含む) 
235,000 ― 45,000 190,000 240,000 80,411 30,000 290,411 

計 255,000 154,000 199,000 210,000 240,000 80,411 30,000 290,411 

合計 763,561 331,636 316,356 778,840 759,216 190,511 116,066 833,661 



３ 【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において新たに発生した対処すべき課題は、以下のとおりです。 

プロミスグループを取り巻く環境は引き続き厳しいものであると認識しておりますが、こうした環境下において

も、業界のリーディングカンパニーとして、改正貸金業関連法をはじめとする関係法令の改正に的確に対処すると

ともに、コンプライアンスの徹底を基礎に、「消費者金融事業の再構築」と「収益基盤の多角化」を戦略の柱とし

て、収益力の確保と新たな成長基盤の確立に努め、改正貸金業関連法の全面施行を見据えた利益構造への転換を図

って参ります。 

また、消費者金融業界全体といたしましては、多重債務問題や、法的債務整理の増加に伴う利息返還金の急増

等、看過できない課題もあります。プロミスグループといたしましても、消費者保護並びに消費者金融業界全体の

健全な発展のため、これらの課題解決に向けて努力して参ります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

三洋信販株式会社との経営統合に関する合意及び同社株式の公開買付の実施 

  

当社と三洋信販株式会社（以下「対象者」といいます。）は、平成19年７月26日に経営統合に関する契約書並び

に平成19年７月31日に変更合意契約書を締結し、当社の子会社である朝日エンタープライズ株式会社（以下「公開

買付者」といいます。）が対象者株式の公開買付を実施し、両社が経営統合を行うことを合意しております。 

かかる合意に基づき、当社及び公開買付者は、平成19年７月31日開催のそれぞれの取締役会において、公開買付

者が、対象者株式並びに平成16年５月11日開催の対象者取締役会の決議及び同年６月25日開催の対象者定時株主総

会の承認に基づき発行された対象者第一回新株予約権に対する公開買付けを開始することを決議し、公開買付者は

平成19年８月13日から本公開買付を実施してまいりましたが、当該公開買付けが同年９月13日をもって終了いたし

ました。その結果、平成19年９月25日付で対象者は当社の連結子会社となりました。 

当該公開買付けにより、公開買付者は、対象者が保有する自己株式を除いた対象者普通株式の全てを取得できな

かったため、公開買付者は、公開買付者を完全親会社、対象者を完全子会社とする株式交換の方法により、対象者

の普通株式の株主に対して株式売却の機会を提供しつつ、対象者の普通株式の全てを取得することを予定していま

す。なお、公開買付者は、関連法令についての当局の解釈等の状況及び公開買付者以外の対象者株主の対象者株式

の保有状況等によって、対象者の普通株式の全てを取得するための他の方法を選択する可能性があります。 

  

公開買付の概要（平成19年9月14日公表） 

  

公開買付者の名称及び所在地 朝日エンタープライズ株式会社 

福岡県福岡市博多区店屋町１番35号 

博多三井ビルディング２号館２階 

対象者の名称及び所在地 三洋信販株式会社 

福岡県福岡市博多区上呉服町１番８号 

対象者の主な事業の内容 消費者金融、個人向け無担保ローン保証、クレジットカー

ド、債権回収、その他 

買付を行う株券等の種類 普通株式、新株予約権 

公開買付期間 平成19年８月13日から平成19年９月13日まで（24営業日） 

買付け等の価格 普通株式： １株につき金3,623円 

新株予約権： 新株予約権1個につき金１円 

買付け等後における公開買付者の

所有株券等に係る議決権の数 

3,619,871個 

（買付け等後における株券等所有割合95.4％） 

買付に要する資金 96,495百万円 



三洋信販グループの直近２事業年度に係る主要な経営指標は以下のとおりです。 

（連結） 

  

(単体) 

  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

決算年月 
平成18年３月
（第43期） 

平成19年３月
（第44期） 

営業収益 155,685百万円 151,706百万円 

経常利益又は経常損失（△） 40,990百万円 △36,996百万円 

当期純利益又は当期純損失（△） 20,001百万円 △88,886百万円 

純資産額 243,127百万円 179,373百万円 

総資産額 605,795百万円 591,472百万円 

決算年月 
平成18年３月
（第43期） 

平成19年３月
（第44期） 

営業収益 109,265百万円 102,134百万円 

経常利益又は経常損失（△） 30,116百万円 △45,061百万円 

当期純利益又は当期純損失（△） 16,749百万円 △89,964百万円 

純資産額 226,461百万円 133,744百万円 

総資産額 417,413百万円 373,219百万円 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、当社の完全子会社である朝日エンタープライズ株式会社が、三洋信販株式会社を買

収したことにより、同社及び同社グループ各社の本社設備及び事業所設備が新たに当社グループの主要な設備となり

ました。 

  

国内子会社 

平成19年９月30日現在 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

会社名 
事業所 

(所在地等) 
設備の内容 

帳簿価額(百万円) 
従業員数
(名) 建物及び

構築物 

器具備品
及び 
運搬具 

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

三洋信販㈱ 

福岡本社 
(福岡市博多区) 

本社施設 21 0
－
(－) 

131 153 160

東京本社 
(東京都千代田区) 

本社施設 22 －
－
(－) 

25 47 89

コンタクトセンター 
(福岡市博多区)他１件 

営業事務、 
債権管理等 

184 －
－
(－) 

253 438 546

博多店 
(福岡市博多区) 
他778件 

営業店舗 1,801 －
388
(701) 

73 2,263 259

新宮研修センター 
(福岡県糟屋郡新宮町) 
他15件 

その他の施設 209 －
429

(17,190) 
47 686 －

計 2,238 0 
818

(17,891) 
531 3,589 1,054 

ポケット 
カード㈱ 

本社（東京都港区） 
他８件 

本社施設他 170 －
－
(－) 

212 382 469

㈱エージー 
カード 

本社（福岡市博多区)
他３件 

本社施設他 16 －
－
(－) 

21 38 25

三洋信販 
債権回収㈱ 

本社（東京都港区） 
他６件 

本社施設他 31 －
－
(－) 

23 54 150

合計 2,457 0
818

(17,891) 
788 4,065 1,698



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末に計画していた営業店舗の移転・閉鎖、自動契約コーナーの新設・移転・閉鎖、ローン申込機の

閉鎖、看板撤去、コールセンター再編等のうち、当中間連結会計期間中に工事を実施し、完成したものは、次のとお

りであります。 

(1) 重要な設備の新設等 

  

  

(2) 重要な設備の除却等 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
区分 

当中間連結会計期間に
完成した店舗数 

取得価額(百万円) 

提出会社 

営業店舗（店）     

 移転 1 17 

自動契約コーナー（店）     

 新設 3 8 

 移転 1 3 

その他     

 コールセンター等再編 － 2 

PROMISE(HONG KONG) 

CO.,LTD. 

店舗新設（店） 2 13 

看板 － 1 

  
区分 

当中間連結会計期間に
除却した店舗数 

帳簿価額(百万円) 

提出会社 

営業店舗（店）     

 移転 1 12 

 閉鎖 1 4 

自動契約コーナー（店）     

 閉鎖 8 27 

ローン申込機（台）     

 閉鎖 46 28 

その他     

 看板撤去 － 32 

㈱クオークローン 
店舗閉鎖（店） 23 70 

看板撤去 － 2 

サンライフ㈱ 
店舗閉鎖（店） 58 87 

看板撤去 － 55 

PROMISE(HONG KONG) 

CO.,LTD. 
店舗閉鎖（店） 1 0 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品 

取引業協会名 
内容 

普通株式 134,866,665 134,866,665
東京証券取引所
(市場第一部) 

― 

計 134,866,665 134,866,665 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 
平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日 

― 134,866 ― 80,737 ― 112,639



(5) 【大株主の状況】 
平成19年９月30日現在 

(注) １ 当社は自己株式8,048千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.97％)を保有しておりますが、当該自己株式には

議決権がないため、上記の「大株主の状況」からは除外しております。 

２ 住友信託銀行株式会社の所有株式数には、退職給付信託として日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に拠出してい

る株式3,600千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.67％)を含んでおります。 

３ 平成19年５月９日付にて、証券取引法（現 金融商品取引法）の「株券等の大量保有の状況に関する開示」に基づき、ブ

ランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーから変更報告書が提出されております。同報告書により平成19

年４月30日現在の保有株券は9,081千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.73％）である旨の報告を受けてお

りますが、当中間会計期間末の株主名簿に記載がなく保有株式数の把握ができませんので、上記の「大株主の状況」には

含めておりません。 

４ 平成19年８月22日付にて、証券取引法（現 金融商品取引法）の「株券等の大量保有の状況に関する開示」に基づき、共

同保有者のテンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー、フランクリン・テンプルトン・インベストメ

ント・マネジメント・リミテッド及びフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・コープから変更報告書が提出さ

れております。同報告書により平成19年８月15日現在の保有株券は各々3,364千株、2,799千株、2,829千株であり、合計

8,993千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.67％）である旨の報告を受けておりますが、当中間会計期間末

の株主名簿に記載がなく保有株式数の把握ができませんので、上記の「大株主の状況」には含めておりません。 

５ 平成19年９月21日付にて、証券取引法（現 金融商品取引法）の「株券等の大量保有の状況に関する開示」に基づき、ト

レードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシーから変更報告書が提出されております。同報告書により平

成19年９月17日現在の保有株券等は15,315千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合11.36％）である旨の報告を

受けておりますが、当中間会計期間末の株主名簿に記載がなく保有株式数の把握ができませんので、上記の「大株主の状

況」には含めておりません。 

６ 「所有株式数」は、千株未満を切り捨てて記載しております。 

７ 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第３位以下を四捨五入して記載しております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１―２ 27,926 20.71 

ヒーローアンドカンパニー 
(常任代理人 株式会社三井住友
銀行) 

90 WASHINGTON STREET NEW YORK,NY 10015
U.S.A. 
(東京都千代田区丸の内１丁目３－２) 

11,349 8.41 

神 内 良 一 東京都千代田区 10,000 7.41 

神 内 由美子 東京都港区 8,644 6.41 

モックスレイ・アンド・カンパ
ニー 
(常任代理人 株式会社三井住友
銀行) 

270 PARK AVENUE,NEW YORK,N.Y. 10017-2070
U.S.A.  
(東京都千代田区丸の内１丁目３－２) 

7,171 5.32

ノーザン トラスト カンパニ
ー（エイブイエフシー）サブ 
アカウント アメリカン クラ
イアント 
(常任代理人 香港上海銀行) 

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON E14 
5NT UK 

(東京都中央区日本橋３丁目11－１) 
4,817 3.57 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６―６ 4,000 2.97 

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 4,000 2.97 

ナッツ・クムコ 
(常任代理人 株式会社三井住友
銀行) 

111 WALL STREET NEW YORK,NEW YORK 10015 
U.S.A. 
(東京都千代田区丸の内１丁目３－２) 

3,306 2.45

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌ エイ ロンドン 
(常任代理人 株式会社みずほ 
コーポレート銀行) 

WOOLGATE HOUSE. COLEMAN STREET LONDON
EC2P 2HD. ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

1,822 1.35

計 ― 83,038 61.57 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 

500株(議決権10個)及び48株含まれております。 

２ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己保有株式が46株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

8,048,650 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

126,793,100 
2,535,862 ― 

単元未満株式 
普通株式 

24,915 
― ― 

発行済株式総数 134,866,665 ― ― 

総株主の議決権 ― 2,535,862 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
プロミス株式会社 

東京都千代田区大手町 
１丁目２番４号 

8,048,650 ― 8,048,650 5.97 

計 ― 8,048,650 ― 8,048,650 5.97 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高(円) 4,470 4,460 4,170 3,810 3,550 3,160 

低(円) 3,610 3,670 3,720 3,040 3,130 2,395 



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  

役職の異動 
  

  

  

新役名及び新職名 旧役名及び旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 
常務執行役員 
海外事業部門担当 
兼 海外事業部長 

取締役 
常務執行役員
海外事業部門担当 

久保出 俊 博 平成19年７月26日

取締役 
専務執行役員 
社長特命事項担当 

取締役 
専務執行役員
営業企画部門担当 

渡 辺 光 哲 平成19年９月26日

取締役 
常務執行役員 
営業推進部門、 
営業企画部門担当 

取締役 
常務執行役員
営業推進部門担当 

加曽利   勉 平成19年９月26日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）及び「特定金融会社等の会計の整理に関する命令」（平成11年

総理府令・大蔵省令第32号）に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）及び「特定金融会社等の会計の整理に関する命令」（平成11年総理府

令・大蔵省令第32号）に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表につ

いて、みすず監査法人及び東陽監査法人により中間監査を受けおります。また、金融商品取引法第193条の２第１項の

規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、東陽監査法人により中間監査

を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前中間会計期間の中間財務諸表 

みすず監査法人及び東陽監査法人 

当中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び当中間会計期間の中間財務諸表 

東陽監査法人 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金 ※2   70,494     138,778     69,833  

２ 受取手形及び売掛金 ※1   4,228     456     3,013  

３ 営業貸付金 ※2,3, 
4,5,6   1,574,586     1,868,792     1,491,835  

４ 割賦売掛金     ―     59,856     ―  

５ 有価証券     ―     16,800     ―  

６ 買取債権     ―     24,148     ―  

７ 短期貸付金 ※7   29,522     59,265     72,562  

８ 繰延税金資産     51,021     65,287     59,648  

９ 求償権     5,163     17,664     7,397  

10 その他     33,556     40,933     33,512  

  貸倒引当金 ※11   △213,115     △396,677     △300,974  

流動資産合計     1,555,457 91.6   1,895,305 90.1   1,436,828 91.5

Ⅱ 固定資産                    

１ 有形固定資産                    

(1) 建物及び構築物   31,347     38,110     31,013    

  減価償却累計額   16,091 15,256   21,779 16,330   16,360 14,653  

(2) 器具備品及び 
  運搬具   29,730     30,930     29,527    

  減価償却累計額   20,734 8,995   23,339 7,591   21,424 8,102  

(3) 土地     50,572     51,309     50,491  

 有形固定資産合計     74,824 4.4   75,231 3.6   73,247 4.7

２ 無形固定資産                    

(1) ソフトウェア     ―     17,399     8,090  

(2) のれん     11,101     58,825     516  

(3) その他     8,907     787     769  

 無形固定資産合計     20,008 1.2   77,012 3.7   9,376 0.6

３ 投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券 ※2   34,713     36,317     37,652  

(2) 繰延税金資産     617     2,118     664  

(3) その他 ※2,8   12,637     16,498     11,770  

 投資その他の資産 
 合計     47,969 2.8   54,933 2.6   50,086 3.2

固定資産合計     142,802 8.4   207,178 9.9   132,711 8.5

資産合計     1,698,260 100.0   2,102,484 100.0   1,569,539 100.0

           



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

１ 支払手形及び買掛金    3,720 14,287   109 

２ 短期借入金    137,342 247,906   137,122 

３ １年内返済予定 
  長期借入金 ※2  146,236 187,713   130,986 

４ １年内償還予定社債    40,000 61,200   50,000 

５ 未払法人税等    7,852 4,577   1,095 

６ 賞与引当金    3,814 4,324   3,565 

７ 役員賞与引当金    10 56   19 

８ ポイント引当金    ― 580   ― 

９ 債務保証損失引当金    3,613 11,724   4,760 

10 利息返還損失引当金    35,150 96,736   72,600 

11 事業再構築引当金    ― 2,315   ― 

12 その他    33,331 35,959   19,168 

流動負債合計    411,072 24.2 667,380 31.7   419,429 26.7

Ⅱ 固定負債          

１ 社債    150,000 311,811   190,000 

２ 長期借入金 ※2  421,621 469,531   388,280 

３ 繰延税金負債    1,575 1,894   3,846 

４ 退職給付引当金    1,326 2,149   1,510 

５ 役員退職慰労引当金    407 800   436 

６ 利息返還損失引当金    100,080 226,719   178,410 

７ その他    1,485 1,529   1,454 

固定負債合計    676,497 39.8 1,014,437 48.3   763,939 48.7

負債合計    1,087,569 64.0 1,681,818 80.0   1,183,368 75.4

           



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     80,737 4.8   80,737 3.8   80,737 5.1

２ 資本剰余金     138,414 8.2   138,413 6.6   138,413 8.8

３ 利益剰余金     436,542 25.7   215,778 10.3   211,018 13.4

４ 自己株式     △57,422 △3.4   △57,423 △2.7   △57,423 △3.6

株主資本合計     598,272 35.3   377,505 18.0   372,747 23.7

Ⅱ 評価・換算差額等              

１ その他有価証券 
  評価差額金     3,379 0.2   2,539 0.1   5,606 0.4

２ 繰延ヘッジ損益     △28 △0.0   △6 △0.0   △19 △0.0

３ 為替換算調整勘定     △88 △0.0   1,824 0.1   575 0.0

評価・換算差額等 
合計     3,263 0.2   4,357 0.2   6,163 0.4

Ⅲ 少数株主持分     9,154 0.5   38,803 1.8   7,261 0.5

純資産合計     610,690 36.0   420,666 20.0   386,171 24.6

負債純資産合計     1,698,260 100.0   2,102,484 100.0   1,569,539 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 営業収益                    

１ 営業貸付金利息    177,118 156,447   344,797 

２ その他の金融収益 ※1  33 356   159 

３ 商品売上高    216 523   373 

４ その他の営業収益    13,164 12,804   23,585 

営業収益合計    190,532 100.0 170,131 100.0   368,915 100.0

Ⅱ 営業費用          

１ 金融費用 ※2  7,456 9,327   15,453 

２ 商品売上原価    190 435   323 

３ その他の営業費用          

(1) 広告宣伝費   9,172   5,303 15,685   

(2) 貸倒引当金繰入額   85,716   51,832 234,670   

(3) 債務保証損失 
  引当金繰入額   ―   2,283 3,808   

(4) 利息返還損失 
  引当金繰入額   13,783   38,101 149,887   

(5) 従業員給料及び 
  賞与   11,979   11,354 26,820   

(6) 賞与引当金繰入額   3,634   2,954 3,484   

(7) 退職給付費用   777   1,216 2,069   

(8) 役員退職慰労 
  引当金繰入額   41   38 78   

(9) 福利厚生費   1,793   1,632 3,616   

(10) 賃借料   5,143   4,750 9,949   

(11) 減価償却費   3,721   2,952 7,525   

(12) 支払手数料   10,954   10,521 22,070   

(13) 通信費   2,112   1,788 3,988   

(14) のれん償却額   863   55 1,756   

(15) その他   18,720 168,414 8,388 143,175 71,050 556,462 

営業費用合計    176,061 92.4 152,938 89.9   572,239 155.1

営業利益又は 
営業損失(△)    14,470 7.6 17,193 10.1   △203,323 △55.1



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅲ 営業外収益          

１ 受取利息及び 
  受取配当金   125   174 283   

２ 保険金及び 
  保険配当金   16   135 147   

３ 匿名組合出資利益   44   88 66   

４ 持分法による 
  投資利益   423   382 945   

５ その他   479 1,089 0.5 376 1,157 0.7 856 2,298 0.6

Ⅳ 営業外費用          

１ 支払利息   23   ― 31   

２ 店舗等移転諸費用   68   39 203   

３ 店舗等解約費   28   19 ―   

４ 為替差損   53   ― ―   

５ その他   84 258 0.1 48 107 0.1 243 478 0.1

経常利益又は 
経常損失(△)    15,301 8.0 18,243 10.7   △201,502 △54.6

Ⅴ 特別利益          

１ 投資有価証券売却益   106   55 2,900   

２ 債務保証損失 
  引当金戻入益   1,587   ― 1,584   

３ 補償損失引当金 
  戻入益   220   ― 220   

４ その他   8 1,923 1.0 2 57 0.0 10 4,714 1.3

Ⅵ 特別損失          

１ 固定資産除売却損 ※3 143   486 562   

２ 減損損失 ※4 ―   667 11,910   

３ 債権売却損失 ※5 427   3,620 427   

４ 利息返還損失 
  引当金繰入額   174,943   ― 174,943   

５ リース解約損   ―   173 ―   

６ 事業再構築損失 ※6 ―   294 ―   

７ その他   59 175,573 92.1 75 5,318 3.1 5,684 193,528 52.5

税金等調整前中間 
純利益又は税金等 
調整前中間(当期) 
純損失(△) 

   △158,348 △83.1 12,983 7.6   △390,316 △105.8

法人税、住民税 
及び事業税   7,930   1,646 4,587   

法人税等調整額   △3,957 3,973 2.1 △1,436 209 0.1 △11,882 △7,295 △2.0

少数株主利益又は 
少数株主損失(△)    △2,904 △1.5 906 0.5   △4,738 △1.3

中間純利益又は中間 
(当期)純損失(△)    △159,416 △83.7 11,867 7.0   △378,282 △102.5

           



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 80,737 138,414 602,907 △57,418 764,640 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △6,657   △6,657 

 役員賞与（注）     △79   △79 

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金減少高     △210   △210 

 中間純損失     △159,416   △159,416 

 自己株式の取得       △3 △3 

 自己株式の処分   △0   0 0 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― △0 △166,364 △3 △166,368 

平成18年９月30日残高(百万円) 80,737 138,414 436,542 △57,422 598,272 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 11,607 ― 109 11,716 12,059 788,417 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当（注）           △6,657 

 役員賞与（注）           △79 

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金減少高           △210 

 中間純損失           △159,416 

 自己株式の取得           △3 

 自己株式の処分           0 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △8,227 △28 △197 △8,453 △2,904 △11,358 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △8,227 △28 △197 △8,453 △2,904 △177,727 

平成18年９月30日残高(百万円) 3,379 △28 △88 3,263 9,154 610,690 



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 80,737 138,413 211,018 △57,423 372,747 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △6,657   △6,657 

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金減少高     △8   △8 

 連結子会社減少に伴う 
 利益剰余金減少高     △441   △441 

 中間純利益     11,867   11,867 

 自己株式の取得       △1 △1 

 自己株式の処分   △0   0 0 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― △0 4,759 △0 4,758 

平成19年９月30日残高(百万円) 80,737 138,413 215,778 △57,423 377,505 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 5,606 △19 575 6,163 7,261 386,171 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当           △6,657 

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金減少高           △8 

 連結子会社減少に伴う 
 利益剰余金減少高           △441 

 中間純利益           11,867 

 自己株式の取得           △1 

 自己株式の処分           0 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △3,067 12 1,249 △1,805 31,542 29,736 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △3,067 12 1,249 △1,805 31,542 34,494 

平成19年９月30日残高(百万円) 2,539 △6 1,824 4,357 38,803 420,666 



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 80,737 138,414 602,907 △57,418 764,640 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △6,657   △6,657 

 剰余金の配当     △6,657   △6,657 

 役員賞与（注）     △79   △79 

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金減少高     △210   △210 

 当期純損失     △378,282   △378,282 

 自己株式の取得       △4 △4 

 自己株式の処分   △0   0 0 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) ― △0 △391,888 △4 △391,893 

平成19年３月31日残高(百万円) 80,737 138,413 211,018 △57,423 372,747 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 11,607 ― 109 11,716 12,059 788,417 

連結会計年度中の変動額             

 剰余金の配当（注）           △6,657 

 剰余金の配当           △6,657 

 役員賞与（注）           △79 

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金減少高           △210 

 当期純損失           △378,282 

 自己株式の取得           △4 

 自己株式の処分           0 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) △6,000 △19 466 △5,553 △4,798 △10,352 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △6,000 △19 466 △5,553 △4,798 △402,245 

平成19年３月31日残高(百万円) 5,606 △19 575 6,163 7,261 386,171 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間純利益 
（△は税金等調整前中間 
(当期)純損失） 

 △158,348 12,983 △390,316

２ 減価償却費  3,721 2,952 7,525

３ 減損損失  ― 667 11,910

４ のれん償却額  863 55 1,756

５ 貸倒引当金の増加額 
  (△は減少額) 

 77,730 △27,975 165,509

６ 賞与引当金の増加額  333 136 93

７ 債務保証損失引当金の 
増加額(△は減少額) 

 △775 1,038 374

８ 利息返還損失引当金の 
  増加額 

 111,260 1,500 227,040

９ 退職給付引当金の増加額 
  (△は減少額) 

 
  

△721 107 △537

10 役員退職慰労引当金の 
増加額(△は減少額) 

 
  

△14 △121 14

11 補償損失引当金の減少額  △2,000 ― △2,000

12 受取利息及び受取配当金  △125 △174 △283

13 支払利息  23 ― 31

14 持分法による投資利益  △423 △382 △945

15 投資有価証券売却益  △106 △55 △2,900

16 投資有価証券評価損  ― 14 5,598

17 固定資産除売却損  143 486 562

18 匿名組合出資利益  △44 △88 △66

19 営業貸付金の減少額  5,967 81,387 89,767

20 売上等債権の減少額 
(△は増加額) 

 △2,401 △260 2,241

21 求償権の増加額  △2,683 △2,563 △4,918

22 買取債権の減少額 
  (△は増加額) 

 ― △4,523 5,170

23 仕入等債務の増加額 
(△は減少額) 

 1,443 △41 2,323

24 その他  4,249 △7,560 △1,295

小計  38,088 57,582 116,655

25 利息及び配当金の受取額  126 180 293

26 利息の支払額  △23 ― △31

27 法人税等の支払額  △26,906 △1,079 △30,329

28 法人税等の還付額  ― 4,357 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 11,284 61,041 86,587



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 有形固定資産の取得 
による支出 

 △1,352 △1,061 △2,223

２ 有形固定資産の売却 
による収入 

 71 29 77

３ 無形固定資産の取得 
による支出 

 △1,257 △1,704 △2,775

４ 投資有価証券の取得 
による支出 

 △63 ― △27

５ 投資有価証券の売却 
による収入 

 222 103 3,801

６ 関係会社株式の取得 
による支出 

 ― △1,416 △5,117

７ 連結範囲の変更を伴う 
関係会社株式の取得に 
よる支出 

※2 ― △114,870 ―

８ 貸付けによる支出  △0 △2,775 △150

９ 貸付金の回収による収入  15 109 77

10 その他  764 4,735 1,218

投資活動による 
キャッシュ・フロ― 

 △1,600 △116,849 △5,118

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ コマーシャルペーパーの 
純収支額 

 ― ― △20,000

２ 短期借入れによる収入  78,110 128,001 164,367

３ 短期借入金の返済 
による支出 

 △60,632 △36,712 △148,679

４ 長期借入れによる収入  139,230 10,100 153,893

５ 長期借入金の返済 
による支出 

 △81,166 △82,086 △143,198

６ 社債の発行による収入  ― 79,879 59,683

７ 社債の償還による支出  △45,000 △30,000 △55,000

８ 自己株式の売却による収入  0 0 0

９ 自己株式の取得による支出  △3 △1 △4

10 配当金の支払額  △6,657 △6,657 △13,315

11  少数株主からの払込による
収入 

 ― ― △3,619

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 23,880 62,523 △5,873

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 0 81 91

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  33,565 6,796 75,686

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 63,851 139,853 63,851

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 314 63,761 314

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び 
現金同等物の減少額 

 ― △1,448 ―

Ⅸ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※1 97,731 208,963 139,853

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に

関する事項 

(1) 連結子会社数  10社 

連結子会社名 

国内：㈱クオークロ

ー ン、サ ン ラ イ フ

㈱、ア ッ ト ロ ー ン

㈱、パ ル 債 権 回 収

㈱、㈱パルライフ、

㈱ネットフューチャ

ー 

海外：PROMISE(HONG 

KONG)CO.,LTD.、PR 

OMISE(THAILAND)

CO.,LTD.、良京實業

股份有限公司、普羅

米斯顧問股份有限公

司 
㈱ネットフューチャー

と㈱ＳＴＣは、平成18年
４月１日付で㈱ネットフ
ューチャーを存続会社と
して合併しております。 
なお、PROMISE(THAILA 

ND)CO.,LTD.は、重 要 性
が増したため、当中間連
結会計期間より連結の範
囲に含めております。 

(1) 連結子会社数  16社 

連結子会社名 

国内：㈱クオークロ

ー ン、サ ン ラ イ フ

㈱、ア ッ ト ロ ー ン

㈱、パ ル 債 権 回 収

㈱、㈱パルライフ、

㈱ネットフューチャ

ー、㈱Ｄoフィナン

シャルサービス、朝

日エンタープライズ

㈱、三洋信販㈱、ポ

ケットカード㈱、㈱

エージーカード、三

洋信販債権回収㈱、

三洋アセットマネジ

メント㈲ 

海外：PROMISE(HONG 

KONG)CO.,LTD．、PR 

OMISE(THAILAND)

CO.,LTD.、良京實業

股份有限公司 
なお、㈱Ｄoフィナン

シャルサービスは、重要
性が増したため、当中間
連結会計期間より連結の
範囲に含めております。 
上記子会社のうち、当

中間連結会計期間に株式
を取得したことにより、
新規に連結の範囲に含め
た会社 

朝日エンタープライ
ズ㈱、三洋信販㈱、
ポケットカード㈱、
㈱エージーカード、
三洋信販債権回収
㈱、三洋アセットマ
ネジメント㈲ 
当該連結子会社は、当

中間連結会計期間末をみ
なし取得日としたため、
貸借対照表のみを連結し
ております。 
また、普羅米斯顧問股

份有限公司は、清算会社
であり重要性がなくなっ
たため、当中間連結会計
期間より連結の対象会社
から除外しております。 

(1) 連結子会社数 10社 

連結子会社名 

国内：㈱クオークロ

ー ン、サ ン ラ イ フ

㈱、ア ッ ト ロ ー ン

㈱、パ ル 債 権 回 収

㈱、㈱パルライフ、

㈱ネットフューチャ

ー 

海外：PROMISE(HONG 

KONG)CO.,LTD.、PR 

OMISE(THAILAND)

CO.,LTD.、良京實業

股份有限公司、普羅

米斯顧問股份有限公

司 
㈱ネットフューチャー

と㈱ＳＴＣは、平成18年
４月１日付で㈱ネットフ
ューチャーを存続会社と
して合併しております。 
なお、PROMISE(THAILA 

ND)CO.,LTD.は、重 要 性
が増したため、当連結会
計年度より連結の範囲に
含めております。 



  

  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に

関する事項 

(2) 主要な非連結子会社の

名称等 

  PROMISE(EUROPE)S.A. 

(2) 主要な非連結子会社の

名称等 

同左 

(2) 主要な非連結子会社の

名称等 

同左 

  (連結の範囲から除いた

理由) 

非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計

の総資産、営業収益、中

間純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いず

れも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

(連結の範囲から除いた

理由) 

同左 

(連結の範囲から除いた理

由) 

非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計

の総資産、営業収益、当

期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないた

めであります。 

２ 持分法の適用

に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社

数       １社 

会社名：㈱モビット 

(1) 持分法適用の関連会社

数       ２社 

会社名：㈱モビット、

住商ポケットファイナ

ンス㈱ 

住商ポケットファイ

ナンス㈱は、三洋信販

㈱の関連会社であり、

当中間連結会計期間よ

り同社が連結子会社と

なったことにより、持

分法適用の範囲に含め

ております。なお、当

該関連会社は、当中間

連結会計期間末をみな

し取得日としたため、

損益の取り込みを行っ

ておりません。 

(1) 持分法適用の関連会社 

数       １社 

会社名：㈱モビット 

  (2) 持分法を適用していな

い非連結子会社(PROMISE 

(EUROPE)S.A.他）及び関

連会社(南京神州種子産

業有限公司)は、それぞ

れ中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても

重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外し

ております。 

(2)    同左 (2) 持分法を適用していな

い非連結子会社(PROMISE 

(EUROPE)S.A.他）及 び 関

連会社(南京神州種子産業

有限公司)は、それぞれ当

期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼ

す影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性

がないため、持分法の適

用範囲から除外しており

ます。 

  (3) 持分法適用会社の中間

決算日は、中間連結決算

日と一致しております。 

(3)    同左 (3) 持分法適用会社の決算

日は、連結決算日と一致

しております。 



  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

３ 連結子会社の

(中間)決算日

等に関する事

項 

連結子会社の中間決算日

が中間連結決算日と異なる

会社は次のとおりでありま

す。 

連結子会社の中間決算日

が中間連結決算日と異なる

会社は次のとおりでありま

す。 

連結子会社の決算日が連

結決算日と異なる会社は次

のとおりであります。 

  
会社名   

中間 

決算日 

PROMISE(HONG 

KONG)CO.,LTD. 
  ６月30日 

PROMISE(THAI 

LAND)CO.,LTD. 
  ６月30日 

良京實業股份 

有限公司 
  ６月30日 

普羅米斯顧問 

股份有限公司 
  ６月30日 

会社名  
中間 

決算日 

PROMISE(HONG 

KONG)CO.,LTD. 
  ６月30日

PROMISE(THAI 

LAND)CO.,LTD. 
  ６月30日

良京實業股份 

有限公司 
  ６月30日

ポケットカード

㈱ 
  ８月31日

会社名   決算日 

PROMISE(HONG 

KONG)CO.,LTD. 
  12月31日 

PROMISE(THAI 

LAND)CO.,LTD. 
  12月31日 

良京實業股份 

有限公司 
  12月31日 

普羅米斯顧問 

股份有限公司 
  12月31日 

  

上記連結子会社について

は、連結子会社の中間決算

日現在の中間財務諸表を使

用しております。ただし、

中間連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

上記連結子会社について

は、連結子会社の中間決算

日現在の中間財務諸表を使

用しております。ただし、

中間連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 

上記連結子会社について

は、連結子会社の決算日現

在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、連結決算

日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要

な調整を行っております。 

４ 会計処理基準

に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

ａ 時価 のあ るも の

は、中間連結決算日

の市場価格等に基づ

く時価法によってお

ります。 

なお、評価差額は

全部純資産直入法に

より処理し、売却原

価は移動平均法によ

り算定しておりま

す。 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

  同左 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

ａ 時 価のあ るも の

は、連結決算日の市

場価格等に基づく時

価法によっておりま

す。 

なお、評価差額は

全部純資産直入法に

より処理し、売却原

価は移動平均法によ

り算定しておりま

す。 

  ｂ 時価 のな いも の

は、移動平均法によ

る原価法によってお

ります。 

    ｂ 時 価のな いも の

は、移動平均法によ

る原価法によってお

ります。 

  ② デリバティブ 

時価法によっており

ます。 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

  ――――― ③ 買取債権 

主に個別法による原

価法によっておりま

す。 

――――― 



  

  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準

に関する事項 

  

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

主に定率法によって

おります。 

ただし、当社及び国

内連結子会社は平成10

年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設

備を除く。)について

は、定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物 

３～50年 

器具備品及び運搬具 

２～20年 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

――――― 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物(建物附属設備は

除く。) 

ａ 平成10年３月31日以

前に取得したもの 

旧定率法によってお

ります。 

ｂ 平成10年４月１日か

ら平成19年３月31日

までに取得したもの 

主に旧定額法によ

っております。 

ｃ 平成19年４月１日以

後に取得したもの 

主に定額法によって

おります。 

建物以外 

ａ 平成19年３月31日以

前に取得したもの 

旧定率法によってお

ります。 

ｂ 平成19年４月１日以

降に取得したもの 

定率法によっており

ます。 

  

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物 

３～50年 

器具備品及び運搬具 

２～20年 

  

(会計方針の変更) 

当中間連結会計期間

から法人税法の改正

((所得税法等の一部を

改正する法律平成19年

３月30日 法律第６

号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、

平成19年４月１日以降

に取得したものについ

ては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更

しております。 
なお、この変更によ

る損益に与える影響は

軽微であります。 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

主に定率法によって

おります。 

ただし、当社及び国

内連結子会社は平成10

年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設

備を除く。)について

は、定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物 

３～50年 

器具備品及び運搬具 

２～20年 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

――――― 



  

  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に

関する事項 

――――― (追加情報) 

なお、当中間連結会

計期間から、平成19年

３月31日以前に取得し

たものについては、償

却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５

年間で均等償却する方

法によっております。 
この変更に伴う損益

に与える影響は軽微で

あります。 

――――― 

  ② 無形固定資産 

定額法によっており

ます。 

ただし、ソフトウェ

ア(自社利用分)につい

ては、社内における利

用可能期間(５年)に基

づいております。 

  

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

  (3)   ――――― (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

① 社債発行費 

支出時に全額費用と

して処理しておりま

す。 

(3) 重要な繰延資産の処理

方法 

社債発行費について

は、支出時に全額費用

として処理しておりま

す。 

    ② 株式交付費 

支出時に全額費用と

して処理しておりま

す。 

  

  (4) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備

えるため、貸倒実績率

により計上しておりま

す。 

なお、営業貸付金等

の状況に応じ、必要と

見込まれる額まで追加

計上することにしてお

ります。 

また、在外連結子会

社は、債権の回収可能

性を評価して必要額を

計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

当中間連結会計期間

末に在籍する使用人に

対して支給する賞与に

充てるため、支給見込

額に基づき計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

当連結会計年度末に

在籍する使用人に対し

て支給する賞与に充て

るため、支給見込額に

基づき計上しておりま

す。 



    

  
  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に

関する事項 

③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給す

る賞与に充てるため、

支給見込額のうち、当

中間連結会計期間に対

応する見積額を計上し

ております。 

  

③ 役員賞与引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給す

る賞与に充てるため、

支給見込額を計上する

こととしております。 

  

  

  

  (会計方針の変更) 

当中間連結会計期間

から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17

年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用し

ております。 

この結果、従来の方

法と比較して営業利

益、経常利益がそれぞ

れ10百万円減少し、税

金等調整前中間純損失

が同額増加しておりま

す。 

――――― (会計方針の変更) 

当連結会計年度から

「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準

第４号）を適用してお

ります。 
この結果、従来の方

法と比較して営業損

失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失が

それぞれ19百万円増加

しております。 

  ④   ――――― ④ ポイント引当金 

連結子会社の内１社

は、カード利用促進を

目的とするポイント制

度に基づき、カード会

員に付与したポイント

による費用負担に備え

るため、当中間連結会

計期間における費用負

担見込額を計上してお

ります。 

④   ――――― 

  ⑤ 債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失

に備えるため、当中間

連結会計期間末におけ

る損失発生見込額を計

上しております。 

  

⑤ 債務保証損失引当金 

同左 

  

⑤ 債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失

に備えるため、当連結

会計年度末における損

失発生見込額を計上し

ております。 



  

  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に

関する事項 

⑥ 利息返還損失引当金 

顧客等から利息制限

法の上限金利を超過し

て支払った利息の返還

請求があるが和解に至

っていないもの及び過

去の返還実績を踏ま

え、かつ 近の返還状

況を考慮し、返還見込

額を合理的に見積も

り、計 上 し て お り ま

す。 

  

(追加情報) 

日本公認会計士協会

より「消費者金融会社

等の利息返還請求によ

る損失に係る引当金の

計上に関する監査上の

取扱い」（日本公認会

計士協会 平成18年10

月13日 業種別委員会

報告第37号）が公表さ

れたことを踏まえ、当

中間連結会計期間より

利息返還損失引当金の

見積方法を変更してお

ります。  

この変更に伴い、当

中間連結会計期間の期

首時点における変更後

の見積方法による引当

金計上額と、前連結会

計年度の見積方法によ

る引当金計上額との差

額につきましては、特

別損失（利息返還損失

引当金繰入額）として

174,943百万円を計上

しております。 

また、利息返還損失

引当金の計上対象とな

る返還額のうち、営業

貸付金に充当される見

積 返 還 部 分 で あ る

79,230百万円について

は、貸倒引当金に含め

て計上しております。 

⑥ 利息返還損失引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

――――― 

⑥ 利息返還損失引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(追加情報) 

日本公認会計士協会

より「消費者金融会社

等の利息返還請求によ

る損失に係る引当金の

計上に関する監査上の

取扱い」（日本公認会

計士協会 平成18年10

月13日 業種別委員会

報告第37号）が公表さ

れたことを踏まえ、当

連結会計年度より利息

返還損失引当金の見積

方法を変更しておりま

す。  

この変更に伴い、当

連結会計年度の期首時

点における変更後の見

積方法による引当金計

上額と、前連結会計年

度の見積方法による引

当金計上額との差額に

つきましては、特別損

失（利息返還損失引当

金 繰 入 額）と し て

174,943百万円を計上

しております。 

また、利息返還損失

引当金の計上対象とな

る返還額のうち、営業

貸付金に充当される見

積 返 還 部 分 で あ る

167,750百万円につい

ては、貸倒引当金に含

めて計上しておりま

す。 



  

  
  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に

関する事項 

  

⑦   ――――― ⑦ 事業再構築引当金 

一部の連結子会社

は、事業の再構築に伴

い発生する店舗統廃合

等の損失に備えるた

め、当中間連結会計期

間末における損失発生

見込額を計上しており

ます。 

⑦   ――――― 

  ⑧ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。 

なお、執行役員につ

いては別途、内規に基

づく当中間連結会計期

間末要支給額を計上し

ております。 

⑧ 退職給付引当金 

同左 

⑧ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上

しております。 

なお、過去勤務債務

の額及び数理計算上の

差異については発生年

度において一括費用処

理しております。 

また、執行役員につ

いては別途、内規に基

づく当連結会計年度末

要支給額を計上してお

ります。 

  ⑨ 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支

給に備えるため、内規

に基づく当中間連結会

計期間末要支給額を計

上しております。 

⑨ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑨ 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支

給に備えるため、内規

に基づく当連結会計年

度末要支給額を計上し

ております。 

  (5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益

として処理しておりま

す。 

なお、在外子会社等の

資産及び負債は、中間連

結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部に 

おける為替換算調整勘定 

に含めて計上しておりま

す。 

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

同左 

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

なお、在外子会社等の

資産及び負債は、連結決

算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算

差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含

めて計上しております。 



  

  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に

関する事項 

  

(6) 重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

(6) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(6) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

  (7) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によ

っております。 

また、特例処理の要

件を満たす金利キャッ

プ取引及び金利スワッ

プ取引については、特

例処理を採用しており

ます。 

(7) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によ

っております。 

また、特例処理の要

件を満たす金利キャッ

プ取引及び金利スワッ

プ取引については特例

処理に、振当処理の要

件を満たす通貨スワッ

プ取引については振当

処理によっておりま

す。 

(7) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によ

っております。 

また、特例処理の要

件を満たす金利キャッ

プ取引及び金利スワッ

プ取引については、特

例処理を採用しており

ます。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

ヘッジ手段 

金利キャップ取引

及び金利スワップ

取引 

ヘッジ対象 

将来の市中金利上

昇が調達コスト

(支払利息)の上昇

に繋がる変動金利

調達 

② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

ａ 金利関連 

ヘッジ手段 

金利キャップ取引

及び金利スワップ

取引 

ヘッジ対象 

将来の市中金利上

昇が調達コスト

(支払利息)の上昇

に繋がる変動金利

調達 

ｂ 通貨関連 

ヘッジ手段 

通貨スワップ取引 

ヘッジ対象 

外貨建社債 

② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

ヘッジ手段 

金利キャップ取引

及び金利スワップ

取引 

ヘッジ対象 

将来の市中金利上

昇が調達コスト

(支払利息)の上昇

に繋がる変動金利

調達 

  ③ ヘッジ方針 

ヘッジ取引は、資金

調達における金利の急

激な変動が収益に与え

る影響を軽減化する目

的で行うことを基本方

針としております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  

③ ヘッジ方針 

同左 

  



  

  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に

関する事項 

  

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

ヘッジ手段の指標金

利と、ヘッジ対象の指

標金利との変動幅につ

いて相関性を求めるこ

とにより、有効性を評

価しております。 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

ヘッジ手段の指標金

利と、ヘッジ対象の指

標金利との変動幅につ

いて相関性を求めるこ

とにより、有効性を評

価しております。 

ただし、一部の連結

子会社については特例

処理によっている金利

スワップの有効性の判

断を省略しておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

ヘッジ手段の指標金

利と、ヘッジ対象の指

標金利との変動幅につ

いて相関性を求めるこ

とにより、有効性を評

価しております。 

  ⑤ リスク管理体制 

当社は、市場リスク

の管理について、「財

務規程」の中で、財務

活動上発生するリスク

毎にリスク管理方法を

定めた「リスク別管理

要項」を設けておりま

す。 
なお、「リスク別管

理要項」は環境の変化

に応じて適時見直しを

行い、見直しのつど取

締役会に報告しており

ます。 
また、連結子会社は

事前に当社の承認を得

た上でヘッジ取引を実

施しております。 

⑤ リスク管理体制 

同左 

  

  

⑤ リスク管理体制 

同左 

  

  

  (8) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

（収益及び費用の計上基

準） 

① 営業貸付金利息 

営業貸付金利息は、

発生基準により計上し

ております。 

なお、営業貸付金に

係る未収利息につい

て、当社及び国内連結

子会社は利息制限法利

率又は約定利率のいず

れか低い方により計上

しており、在外連結子

会社は約定利率により

計上しております。 

(8) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

（収益及び費用の計上基

準） 

① 営業貸付金利息 

同左 

(8) その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項 

（収益及び費用の計上基

準） 

① 営業貸付金利息 

同左 



  

  

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に

関する事項 

  

② その他の営業収益 

a 保証事業収益 

保証事業収益は、残

債方式により計上して

おります。 

b あっせん収益 

顧客手数料は、残債

方式により計上してお

ります。 

加盟店手数料は、取

扱時に計上しておりま

す。 

(注） 残債方式とは、元本

残高に対して所定の料

率で、手数料を算出し

て収益に計上する方法

であります。 
  

② その他の営業収益 

a 保証事業収益 

保証事業収益は残債

方式により計上してお

ります。 

b 総合あっせん収益 

(ⅰ)顧客手数料は、

残債方式または、

７・８分法により

計上しておりま

す。 

(ⅱ)加盟店手数料

は、取扱時に計上

しております。 

c 個品あっせん収益 

(ⅰ)顧客手数料は、

残債方式または、

７・８分法により

計上しておりま

す。 

(ⅱ)加盟店手数料

は、取扱時に計上

しております。 

(注） 計上方法の主な内容

は次のとおりでありま

す。 
残債方式とは、元本

残高に対して所定の料

率で、手数料を算出し

て収益に計上する方法

であります。 
７・８分法とは、手

数料総額を分割回数の

積数で按分し、期日到

来のつど収益計上する

方法であります。 

② その他の営業収益 

a 保証事業収益 

保証事業収益は、残

債方式により計上して

おります。 

b あっせん収益 

顧客手数料は、残債

方式により計上してお

ります。 

加盟店手数料は、取

扱時に計上しておりま

す。 

(注） 残債方式とは、元本

残高に対して所定の料

率で、手数料を算出し

て収益に計上する方法

であります。 

  (消費税等の会計処理) 
消費税及び地方消費税

の会計処理は、当社は税

抜方式、連結子会社は主

に税抜方式によっており

ます。 
ただし、固定資産に係

る控除対象外消費税等

は、投資その他の資産の

「その他」として中間連

結貸借対照表に計上し、

５年間で均等償却を行っ

ております。 

(消費税等の会計処理)

消費税及び地方消費税

の会計処理は、当社は税

抜方式、連結子会社は主

に税抜方式によっており

ます。 
当社及び主な連結子会

社は固定資産に係る控除

対象外消費税等を投資そ

の他の資産の「その他」

として中間連結貸借対照

表に計上し、５年間で均

等償却を行っておりま

す。 

(消費税等の会計処理) 
消費税及び地方消費税

の会計処理は、当社は税

抜方式、連結子会社は主

に税抜方式によっており

ます。 
ただし、固定資産に係

る控除対象外消費税等

は、投資その他の資産の

「その他」として連結貸

借対照表に計上し、５年

間で均等償却を行ってお

ります。 



  

  
  
  

次へ 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書（連結キャ

ッシュ・フロー

計算書）におけ

る資金の範囲 

  

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３カ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。 

同左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３カ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 



会計方針の変更 

  

  
  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は601,563百万円で

あります。 

また、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

  

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は378,929百万円で

あります。 

また、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

(企業結合に係る会計基準等) 

当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第７号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

――――― (企業結合に係る会計基準等) 

当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しておりま

す。 



表示方法の変更 

  

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

(中間連結貸借対照表関係) 
１ 前中間連結会計期間において、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりました「求償権」（前中

間連結会計期間1,085百万円）は重要性が増したため

当中間連結会計期間より区分掲記することといたし

ました。 

  

２ 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から「のれん」と表示しております。 

(中間連結貸借対照表関係)

１ 前中間連結会計期間において、流動資産の「受取

手形及び売掛金」に含めて表示しておりました「割

賦売掛金」（前中間連結会計期間2,492百万円）は重

要性が増したため当中間連結会計期間より区分掲記

することといたしました。 

  

２ 前中間連結会計期間において、「現金及び預金」

に含めて表示しておりました「譲渡性預金」（前中

間連結会計期間6,150百万円）は、「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 平

成19年７月４日）において有価証券として取り扱う

こととされたため、当中間連結会計期間より流動資

産の「有価証券」（当中間連結会計期間16,800百万

円）として表示しております。 

  

３ 前中間連結会計期間において、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりました「買取債権」（前

中間連結会計期間9,265百万円）は重要性が増したた

め当中間連結会計期間より区分掲記することといた

しました。 

  

４ 前中間連結会計期間において、無形固定資産の

「その他」に含めて表示しておりました「ソフトウ

ェア」（前中間連結会計期間8,073百万円）は重要性

が増したため当中間連結会計期間より区分掲記する

ことといたしました。 

  

(中間連結損益計算書関係) 
前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から「のれん償却額」として表示しております。 

  

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間において、その他の営業費用の

「その他」に含めて表示しておりました「債務保証損

失引当金繰入額」（前中間連結会計期間2,618百万円）

は重要性が増したため当中間連結会計期間より区分掲

記することといたしました。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
１ 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償

却額」として掲記されていたものは、当中間連結会

計期間から「のれん償却額」として表示しておりま

す。 

  

２ 前中間連結会計期間において、営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

りました「求償権の増加額」（前中間連結会計期間

194百万円）は、重要性が増したため当中間連結会計

期間より区分掲記することといたしました。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
前中間連結会計期間において、営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

した「買取債権の減少額（△は増加額）」（前中間連

結会計期間4,411百万円）は、重要性が増したため当中

間連結会計期間より区分掲記することといたしまし

た。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 受取手形及び売掛金の内訳は
次のとおりであります。 

※１ 受取手形及び売掛金の内訳は
次のとおりであります。 

※１ 受取手形及び売掛金の内訳は
次のとおりであります。 

内容 
金額 

(百万円)

割賦販売 割賦受取手形 59

  割賦売掛金 2,492

  計 2,551

一般売上 売掛金 1,676

合計 4,228

当中間連結会計期間より割賦

売掛金59,856百万円は重要性が

増したため、独立掲記しており

ます。 

内容
金額

(百万円)

割賦販売 割賦受取手形 3

一般売上 売掛金 452

合計 456

内容
金額 

(百万円)

割賦販売 割賦受取手形 13 

割賦売掛金 2,300 

計 2,314 

一般売上 売掛金 698 

合計 3,013 

※２ 担保に供している資産及びそ
の対応する債務 
イ)担保に供している資産 

※２ 担保に供している資産及びそ
の対応する債務 
イ)担保に供している資産 

※２ 担保に供している資産及びそ
の対応する債務 
イ)担保に供している資産 

種類 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

預金 3

営業貸付金 128,445

その他 6

計 128,455

種類 
中間期末
帳簿価額 
(百万円) 

預金 3

営業貸付金 99,383

その他 6

計 99,393

種類
期末 

帳簿価額 
(百万円) 

預金 3 

営業貸付金 116,059 

その他 6 

計 116,069 

ロ)対応する債務 ロ)対応する債務 ロ)対応する債務 

科目 
中間期末残高
(百万円) 

１年内返済予定 
長期借入金 

32,970

長期借入金 91,694

計 124,665

科目 
中間期末残高
(百万円) 

１年内返済予定
長期借入金 

31,324

長期借入金 65,067

計 96,391

科目
期末残高 
(百万円) 

１年内返済予定
長期借入金 

31,804 

長期借入金 80,870 

計 112,674 

上 記 の ほ か、営 業 貸 付 金
316,702百万円について、債権
譲渡予約契約を締結しておりま
す。これに対応する債務は、１
年内返済予定長期借入金72,637
百万円、長期借入金235,955百
万円であります。 
また、投資有価証券のうち21

百万円は、営業保証の担保に供
しております。 

上 記 の ほ か、営 業 貸 付 金
247,833百万円について、債権
譲渡予約契約を締結しておりま
す。これに対応する債務は、長
期借入金242,379百万円（１年
内返済予定長期借入金53,883百
万円を含む。）であります。 
また、投資有価証券のうち21

百万円は、営業保証の担保に供
しております。 

上 記 の ほ か、営 業 貸 付 金
301,462百万円について、債権
譲渡予約契約を締結しておりま
す。これに対応する債務は、短
期借入金5,000百万円、長期借
入金289,028百万円（１年内返
済予定長期借入金67,268百万円
を含む。）であります。 
また、投資有価証券のうち21

百万円は、営業保証の担保に供
しております。 

※３ 営業貸付金のうち個人向無担
保営業貸付金は、1,571,407百
万円であります。 

※３ 営業貸付金のうち個人向無担
保営業貸付金は、1,850,601百
万円であります。 

※３ 営業貸付金のうち個人向無担
保営業貸付金は、1,488,980百
万円であります。 

※４    ――――― ※４ 資産の流動化に伴いオフバラ
ンスとなった営業貸付金は、
21,739百万円であります。 

※４    ――――― 



  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※５ 営業貸付金に係る貸出コミッ
トメントライン契約 

   営業貸付金のうち1,573,683
百万円は、リボルビング方式に
よる契約(極度借入基本契約で
自動更新)であります。同契約
は、一定の利用限度枠を決めて
おき、契約上規定された条件に
ついて違反がない限り、利用限
度額の範囲で繰返し貸出しがで
きる契約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高
は、394,247百万円(有担保リボ
ルビング契約189百万円を含
む。)であります。この融資未
実行残高には、残高がない顧客
(残高がなく２年以上入出金の
ない顧客は除く。)も含めてお
ります。 

   なお、同契約は、融資実行さ
れずに終了するものもあるた
め、融資未実行残高そのものが
必ずしも将来のキャッシュ・フ
ローに影響を与えるものではあ
りません。 

   同契約には、顧客の信用状況
の変化、その他相当の事由があ
るときは、実行申し込みを受け
た融資の拒絶又は利用限度額の
増減をすることができる旨の条
項がつけられております。 

   また、契約後も定期的に契約
の見直し、与信保全上の措置等
を講じております。 

※５ 営業貸付金に係る貸出コミッ
トメントライン契約 

   営業貸付金の契約形態は、主
として、リボルビング方式によ
る契約(極度借入基本契約で自
動更新)であります。同契約
は、一定の利用限度枠を決めて
おき、契約上規定された条件に
ついて違反がない限り、利用限
度額の範囲で繰返し貸出しがで
きる契約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高
は、1,896,306百万円(有担保リ
ボルビング契約161百万円を含
む。)であります。この融資未
実行残高には、残高がない顧客
(当社及び一部の連結子会社
は、残高がなく２年以上入出金
のない顧客を除く。)も含めて
おります。 

   なお、同契約は、融資実行さ
れずに終了するものもあるた
め、融資未実行残高そのものが
必ずしも将来のキャッシュ・フ
ローに影響を与えるものではあ
りません。 

   同契約には、顧客の信用状況
の変化、その他相当の事由があ
るときは、実行申し込みを受け
た融資の拒絶又は利用限度額の
増減をすることができる旨の条
項がつけられております。 

   また、契約後も定期的に契約
の見直し、与信保全上の措置等
を講じております。 

※５ 営業貸付金に係る貸出コミッ
トメントライン契約 

   営業貸付金のうち1,488,240
百万円は、リボルビング方式に
よる契約(極度借入基本契約で
自動更新)であります。同契約
は、一定の利用限度枠を決めて
おき、契約上規定された条件に
ついて違反がない限り、利用限
度額の範囲で繰返し貸出しがで
きる契約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高
は、367,437百万円(有担保リボ
ルビング契約168百万円を含
む。)であります。この融資未
実行残高には、残高がない顧客
(残高がなく２年以上入出金の
ない顧客は除く。)も含めてお
ります。 

   なお、同契約は、融資実行さ
れずに終了するものもあるた
め、融資未実行残高そのものが
必ずしも将来のキャッシュ・フ
ローに影響を与えるものではあ
りません。 

   同契約には、顧客の信用状況
の変化、その他相当の事由があ
るときは、実行申し込みを受け
た融資の拒絶又は利用限度額の
増減をすることができる旨の条
項がつけられております。 

   また、契約後も定期的に契約
の見直し、与信保全上の措置等
を講じております。 

※６ 不良債権の状況 ※６ 不良債権の状況 ※６ 不良債権の状況 

区分 
金額 

(百万円) 

破綻先債権 1,081

延滞債権 670

３カ月以上延滞債権 22,158

貸出条件緩和債権 74,256

計 98,166

区分
金額

(百万円) 

破綻先債権 2,376

延滞債権 16,162

３カ月以上延滞債権 36,457

貸出条件緩和債権 107,311

計 162,307

区分
金額 

(百万円) 

破綻先債権 708 

延滞債権 618 

３カ月以上延滞債権 18,582 

貸出条件緩和債権 78,051 

計 97,960 

 ① 破綻先債権とは、元本又は利
息の支払の遅延が相当期間継続
していることその他の事由によ
り元本又は利息の取り立て又は
弁済の見込みがないものとし
て、未収利息を計上しなかった
貸付金(以下、「未収利息不計
上貸付金」)のうち、破産債
権、更生債権その他これらに準
ずる債権であります。 

 ①     同左 ①     同左 

 ② 延滞債権とは、未収利息不計
上貸付金のうち、破綻先債権に
該当しないもので、債務者の経
営再建又は支援を図ることを目
的として利息の支払を猶予した
もの以外の債権であります。 

 ②     同左 ②     同左 

 ③ ３カ月以上延滞債権とは、元
本又は利息の支払が、約定支払
日の翌日から３カ月以上遅延し
ている貸付金で、破綻先債権及
び延滞債権に該当しないもので
あります。 

 ③     同左 ③     同左 



  

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

 ④ 貸出条件緩和債権とは、当該

債権の回収を促進することなど

を目的に、利息の支払猶予等、

債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

   なお、74,256百万円のうちに

は、延滞日数が30日以内のもの

が66,693百万円含まれておりま

す。 

 ④ 貸出条件緩和債権とは、当該

債権の回収を促進することなど

を目的に、利息の支払猶予等、

債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

   なお、107,311百万円のうち

には、延滞日数が30日以内のも

のが99,042百万円含まれており

ます。 

 ④ 貸出条件緩和債権とは、当該

債権の回収を促進することなど

を目的に、利息の支払猶予等、

債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

   なお、78,051百万円のうちに

は、延滞日数が30日以内のもの

が70,690百万円含まれておりま

す。 

※７ 担保受入金融資産 

   短期貸付金には28,992百万円

の現先取引が含まれておりま

す。 

   これにより、現先有価証券の

売手から担保として有価証券を

受入れております。 

なお、受入れた有価証券の中

間期末時価は、次のとおりであ

ります。 

内容 
時価 

(百万円) 

コマーシャルペーパー 25,794 

政府短期証券 3,197 

計 28,992 

※７ 担保受入金融資産 

   短期貸付金には55,960百万円

の現先取引が含まれておりま

す。 

   これにより、現先有価証券の

売手から担保として有価証券を

受入れております。 

なお、受入れた有価証券の中

間期末時価は、次のとおりであ

ります。 

内容
時価

(百万円) 

コマーシャルペーパー 35,969 

有価証券 20,008 

計 55,978 

※７ 担保受入金融資産 

   短期貸付金には71,931百万円

の現先取引が含まれておりま

す。 

   これにより、現先有価証券の

売手から担保として有価証券を

受入れております。 

なお、受入れた有価証券の期

末時価は、次のとおりでありま

す。 

内容
時価 

(百万円) 

コマーシャルペーパー 61,934 

有価証券 9,997 

計 71,931 

※８ 投資その他の資産の「その

他」に含めた貸倒引当金は232

百万円であります。 

※８ 投資その他の資産の「その

他」に含めた貸倒引当金は384

百万円であります。 

※８ 投資その他の資産の「その

他」に含めた貸倒引当金は232

百万円であります。 

 ９ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 

139,623百万円 

(2) 在外連結子会社での停止条件

付債権買取業務に係る偶発債務 

  3百万円

 ９ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 

357,918百万円 

(2) 在外連結子会社での停止条件

付債権買取業務に係る偶発債務 

  0百万円

 ９ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 

174,444百万円 

(2) 在外連結子会社での停止条件

付債権買取業務に係る偶発債務 

  1百万円

(3) 借入金等に対する保証 

上記保証債務は、外貨建であ

り、5,000千人民元でありま

す。 

被保証者名 
保証金額 
(百万円) 

南京神州種子 

産業有限公司 
74 

計 74 

(3) 借入金等に対する保証 

保証債務のうち、外貨建のも

のは、南京神州種子産業有限公

司に対する5,000千人民元であ

ります。 

被保証者名 
保証金額
(百万円) 

南京神州種子 

産業有限公司 
76 

㈱カウイチ 11 

計 88 

(3) 借入金等に対する保証 

上記保証債務は、外貨建であ

り、5,000千人民元でありま

す。 

被保証者名 
保証金額 
(百万円) 

南京神州種子 

産業有限公司 
76 

計 76 



  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

 10 当座貸越契約(これに準ずる

契約を含む。)及び貸出コミッ

トメント契約による借入未実行

残高は、次のとおりでありま

す。 

  (当座貸越契約) 

  (貸出コミットメント契約) 

借入枠 152,016百万円

借入実行残高 131,533百万円

差引 20,482百万円

借入枠 170,975百万円

借入実行残高 3,559百万円

差引 167,416百万円

 10 当座貸越契約(これに準ずる

契約を含む。)及び貸出コミッ

トメント契約による借入未実行

残高は、次のとおりでありま

す。 

  (当座貸越契約) 

  (貸出コミットメント契約) 

借入枠 142,004百万円

借入実行残高 129,888百万円

差引 12,115百万円

借入枠 77,499百万円

借入実行残高 2,419百万円

差引 75,080百万円

 10 当座貸越契約(これに準ずる

契約を含む。)及び貸出コミッ

トメント契約による借入未実

行残高は、次のとおりであり

ます。なお、貸出コミットメ

ント契約の未実行借入枠のう

ち、59,025 百 万 円 に つ い て

は、一部財務制限条項に抵触

しているため、条件等につい

て交渉中であります。 

  (当座貸越契約) 

  (貸出コミットメント契約) 

借入枠 152,114百万円

借入実行残高 127,702百万円

差引 24,411百万円

借入枠 111,701百万円

借入実行残高 2,374百万円

差引 109,327百万円

※11 貸倒引当金には利息返還金

のうち、営業貸付金に充当さ

れる見積返還額79,230百万円

が含まれております。 

※11 貸倒引当金には利息返還金

のうち、営業貸付金に充当さ

れる見積返還額221,391百万円

が含まれております。 

※11 貸倒引当金には利息返還金

のうち、営業貸付金に充当さ

れる見積返還額167,750百万円

が含まれております。 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ その他の金融収益の内容は次

のとおりであります。 

預金利息 12百万円

貸付金利息 20百万円

計 33百万円

※１ その他の金融収益の内容は次

のとおりであります。 

預金利息 122百万円

貸付金利息 233百万円

計 356百万円

※１ その他の金融収益の内容は次

のとおりであります。 

預金利息 43百万円

貸付金利息 115百万円

計 159百万円

※２ 金融費用の内容は次のとおり

であります。 

支払利息 5,070百万円

社債利息 2,022百万円

その他 363百万円

計 7,456百万円

※２ 金融費用の内容は次のとおり

であります。 

支払利息 5,338百万円

社債利息 2,711百万円

その他 1,276百万円

計 9,327百万円

※２ 金融費用の内容は次のとおり

であります。 

支払利息 10,537百万円

社債利息 3,904百万円

その他 1,010百万円

計 15,453百万円

※３ 固定資産除売却損は、建物・

器具備品等の除却損104百万円

及び建物等の売却損38百万円で

あります。 

※３ 固定資産除売却損の内容は次

のとおりであります。 

  (1)固定資産除却損の内訳 

  (2)固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 272百万円

器具備品及び 

運搬具 
208百万円

ソフトウェア 0百万円

その他 0百万円

計 482百万円

建物及び構築物 0百万円

器具備品及び 

運搬具 
3百万円

電話加入権 0百万円

計 4百万円

※３ 固定資産除売却損の内容は次

のとおりであります。 

  (1)固定資産除却損の内訳 

  (2)固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 200百万円

器具備品及び 

運搬具 
268百万円

ソフトウェア 7百万円

その他 0百万円

計 476百万円

建物及び構築物 13百万円

器具備品及び 

運搬具 
2百万円

土地 5百万円

電話加入権 65百万円

計 85百万円

※４    ――――― 

  

  

  

※４ 当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計

上しております。 

※４ 当連結会計年度において、当

社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上して

おります。 

  用途 種類 場所

遊休資産 
電話加入
権 

東京都 

香川県 

用途 種類 場所 

遊休資産
土地、建
物及び電
話加入権 

新潟県 

香川県 

賃貸物件 土地 福岡県 

その他 のれん － 

  (資産をグループ化した方法） 

当社グループは、事業の種類別

セグメントを基準に独立のキャッ

シュ・フローの単位に基づき、資

産グループを金融事業、賃貸事

業、遊休資産等に分類しておりま

す。 

(資産をグループ化した方法） 

当社グループは、事業の種類別

セグメントを基準に独立のキャッ

シュ・フローの単位に基づき、資

産グループを金融事業、賃貸事

業、遊休資産等に分類しておりま

す。 



  

  
前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (減損損失を認識するに至った 

経緯及び減損損失の金額） 

遊休資産については、市場価

格が帳簿価額より著しく下落し

ていることにより、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(207百万円)と

して特別損失に計上しておりま

す。当該減損損失は全額、電話

加入権であります。 

なお、のれんについては、株

式取得時に検討した事業計画に

おいて、当初想定していた収益

が見込めなくなったことから減

損損失(460百万円)を認識してお

ります。当該減損損失は全額サ

ンライフ㈱分であります。 

(減損損失を認識するに至った 

経緯及び減損損失の金額） 

遊休資産及び賃貸物件につい

ては、市場価格が帳簿価額より

著しく下落していることによ

り、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損

失(119百万円)として特別損失に

計上しております。その内訳

は、土地80百万円、建物35百万

円、電話加入権３百万円であり

ます。 

なお、のれんについては、株

式取得時に検討した事業計画に

おいて、当初想定していた収益

が見込めなくなったことから減

損損失(11,790百万円)を認識し

ております。その内訳は、アッ

トローン㈱ 7,629百万円、㈱ク

オークローン 4,161百万円であ

ります。 

  (回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、電話加

入権については市場価格に基づ

き算出しております。 

のれんについては、当該のれ

んに係る使用価値を零として減

損損失を測定しております。 

(回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、不動産

鑑定士による鑑定評価額等に基

づき、電話加入権については市

場価格に基づき算出しておりま

す。 

のれんについては、当該のれ

んに係る使用価値を零として減

損損失を測定しております。 

※５ 債権売却損失は、アットロー

ン㈱が保有する債権の一部を譲

渡したことによる損失でありま

す。 

※５ 債権売却損失は、㈱クオーク

ローンが保有する債権の一部を

譲渡したことによる損失であり

ます。 

※５ 債権売却損失は、アットロー

ン㈱が保有する債権の一部を譲

渡したことによる損失でありま

す。 

※６    ――――― ※６ 事業再構築損失は、当社、㈱

クオークローン及びサンライフ

㈱の店舗の廃店に伴う費用であ

ります。 

※６    ――――― 

７ 金融事業における金融収益及

び金融費用の中間連結損益計算

書上の表示区分の基準は、次の

とおりであります。 

７ 金融事業における金融収益及

び金融費用の中間連結損益計算

書上の表示区分の基準は、次の

とおりであります。 

７ 金融事業における金融収益及

び金融費用の連結損益計算書上

の表示区分の基準は、次のとお

りであります。 

  (1) 営業収益として表示した金
融収益 

  (1) 営業収益として表示した金

融収益 

  (1) 営業収益として表示した金

融収益 

    その他の事業に位置付けさ

れる関係会社に係る貸付金利

息及び関係会社株式に係る受

取配当金、投資有価証券に係

る受取配当金及び利息等を除

くすべての金融収益。 

同左 同左 

  (2) 営業費用として表示した金

融費用 

  (2) 営業費用として表示した金

融費用 

  (2) 営業費用として表示した金

融費用 

    明らかに営業収益に対応し

ない支払利息等を除くすべて

の金融費用。 

同左 同左 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

  

  

２．自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加        562株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増し請求者への売却による減少  31株 

  

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 （株） 134,866,665 ― ― 134,866,665 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 （株） 8,047,638 562 31 8,048,169 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月20日 
定時株主総会 

普通株式 6,657 52.50 平成18年３月31日 平成18年６月20日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月６日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 6,657 52.50 平成18年９月30日 平成18年12月１日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

  

  

２．自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加        414株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増し請求者への売却による減少 120株 

  

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 （株） 134,866,665 ― ― 134,866,665 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式 （株） 8,048,402 414 120 8,048,696 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月19日 
定時株主総会 

普通株式 6,657 52.50 平成19年３月31日 平成19年６月20日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年11月８日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 2,536 20.00 平成19年９月30日 平成19年12月３日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

  

  

２．自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加        853株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増し請求者への売却による減少  89株 

  

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 134,866,665 ― ― 134,866,665 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 8,047,638 853 89 8,048,402 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月20日 
定時株主総会 

普通株式 6,657 52.50 平成18年３月31日 平成18年６月20日 

平成18年11月６日 
取締役会 

普通株式 6,657 52.50 平成18年９月30日 平成18年12月１日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年６月19日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 6,657 52.50 平成19年３月31日 平成19年６月20日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間

期末残高と中間連結貸借対照

表に記載されている科目の金

額との関係 

現金及び預金勘定 70,494百万円

短期貸付金勘定 29,522百万円

計 100,016百万円

預入期間が３カ月を 

超える定期預金 
△1,755百万円

現先運用以外の 

短期貸付金 
△530百万円

現金及び現金同等物 97,731百万円

※１ 現金及び現金同等物の中間

期末残高と中間連結貸借対照

表に記載されている科目の金

額との関係 

  

現金及び預金勘定 138,778百万円

有価証券勘定 16,800百万円

短期貸付金勘定 59,265百万円

計 214,843百万円

預入期間が３カ月を 

超える定期預金及び 

譲渡性預金 

△2,575百万円

現先運用以外の 

短期貸付金 
△3,305百万円

現金及び現金同等物 208,963百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末

残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関

係 

現金及び預金勘定 69,833百万円

短期貸付金勘定 72,562百万円

計 142,395百万円

預入期間が３カ月を 

超える定期預金 
△1,912百万円

現先運用以外の 

短期貸付金 
△630百万円

現金及び現金同等物 139,853百万円

――――― ※２ 株式の取得により新たに連

結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに朝

日エンタープライズ㈱、三洋

信販㈱及びそのグループを連

結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに

同社株式の取得価額との関係

は次のとおりであります。 

流動資産 496,771百万円

固定資産 122,135百万円

のれん 58,825百万円

流動負債 △275,768百万円

固定負債 △256,457百万円

少数株主持分 △ 30,635百万円

株式の取得価額 114,870百万円

――――― 



(リース取引関係) 
  

  
前へ   次へ 

前中間連結会計期間末 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 

(百万円) 

中間期末

残高 
相当額 

(百万円)

器具備 
品及び 
運搬具 

1,256 873 130 252

ソフト 
ウェア 15 7 ― 7

計 1,271 881 130 259

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

  
取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却

累計額 
相当額 

(百万円)

減損損失

累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末

残高 
相当額 

(百万円)

建 物 
及 び 
構築物 

337 125 ― 211

器具備 
品及び 
運搬具 

3,338 1,470 112 1,756

ソフト 
ウェア 57 36 ― 21

計 3,734 1,632 112 1,989

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末残

高相当額 

取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 
(百万円)

器具備

品及び 
運搬具 

1,173 858 130 184

ソフト

ウェア 15 9 ― 6

計 1,188 867 130 190

② 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高 

未経過リース料中間期末残高 

相当額 

リース資産減損勘定中間期末

残高 

１年内 168百万円

１年超 241百万円

 計 409百万円

  109百万円

② 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高 

未経過リース料中間期末残高 

相当額 

リース資産減損勘定中間期末

残高 

１年内 690百万円

１年超 1,380百万円

 計 2,071百万円

  48百万円

② 未経過リース料期末残高相当

額及びリース資産減損勘定期末

残高 

未経過リース料期末残高相当

額 

リース資産減損勘定期末残高 

１年内 108百万円

１年超 167百万円

計 275百万円

77百万円

③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 147百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
328百万円

減価償却費 

相当額 
131百万円

支払利息相当額 8百万円

③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 428百万円

リース資産減損

勘定の取崩額 
29百万円

減価償却費 

相当額 
403百万円

支払利息相当額 25百万円

③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 219百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
359百万円

減価償却費 

相当額 
184百万円

支払利息相当額 15百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 195百万円

１年超 113百万円

 計 309百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 136百万円

１年超 43百万円

 計 179百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 185百万円

１年超 26百万円

計 212百万円



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(注)１ 前中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて、減損処理を行ったものはありません。 
２ 当中間連結会計期間において、その他有価証券で上場株式について、14百万円減損処理を行っております。 
３ 前連結会計年度において、その他有価証券で上場株式について、5,598百万円減損処理を行っております。 
４  なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％以上50％未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額について減損処理を行っております。 

その他有価証券で時価のない株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場

合には、相当の減損処理を行っております。 

  

  
２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

前へ   次へ 

区分 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

取得原価 

(百万円) 

中間連結

貸借 

対照表 

計上額 

(百万円) 

差額 

(百万円)

取得原価

(百万円)

中間連結

貸借 

対照表 

計上額 

(百万円)

差額 

(百万円)

取得原価

(百万円)

連結貸借

対照表 

計上額 

(百万円) 

差額 

(百万円)

 (1) 株式 19,202 24,899 5,696 14,957 19,239 4,281 12,808 22,262 9,453

 (2) 債券                  

    国債・地方債等 21 21 △0 21 21 △0 21 21 △0

 (3) その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 19,223 24,920 5,696 14,979 19,260 4,281 12,830 22,284 9,453

区分 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券       

 (1) 非上場株式 414 1,839 414

 (2) 譲渡性預金 ― 16,800 ―

 (3) その他 432 266 368



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 ヘッジ会計が適用されている取引以外は、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

 ヘッジ会計が適用されている取引以外は、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

 ヘッジ会計が適用されている取引以外は、該当事項はありません。 

  

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  

前へ     



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの営業収益の合計、営業利益の合計額に占める「金融事業」の割合が、いずれも90％を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「金融事業」の割合

が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を

超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外営業収益】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外営業収益が、連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

（注) １株当たり中間純利益、１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため、ま

た、１株当たり中間純損失が計上さ

れているため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 4,743.27円

１株当たり中間純損失 1,257.04円

  

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

１株当たり純資産額 3,011.11円

１株当たり中間純利益 93.57円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため、ま

た、１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

１株当たり純資産額 2,987.82円

１株当たり当期純損失 2,982.86円

項目 
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△) (百万円) 
△159,416 11,867 △378,282 

普通株式に係る中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△) (百万円) 
△159,416 11,867 △378,282 

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳(百万円) 
― ― ― 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 126,818 126,818 126,818 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益の算定に用いられた中間

(当期)純利益調整額の主要な内訳

(百万円) 

― ― ― 

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益の算定に用いられた普通

株式増加数の主要な内訳(千株) 

― ― ― 

普通株式増加数(千株) ― ― ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含まれなかった潜在株式

の概要 

自己株式取得方式によ

るストックオプション 

351,000株 

  

なお、権利喪失によ

り減少したストックオ

プションの目的となる

株式の数が160,800株あ

るため、平成18年９月

30日現在では190,200株

であります。 

――――― 自己株式取得方式によ

るストックオプション 

351,000株 

  

なお、権利喪失によ

り減少したストックオ

プションの目的となる

株式の数が160,800株あ

るため、平成19年３月

31日現在では190,200株

であります。 



(重要な後発事象) 
  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(連結子会社の解散について) 

 当社は、平成18年12月12日開催の

取締役会において、連結子会社であ

る普羅米斯顧問股份有限公司を解散

することを決議いたしました。 

 同社は台湾において、大衆商業銀

行股份有限公司の一般消費者向け小

口ローンの評価、分析及び買取業務

を平成14年12月より展開しておりま

したが、その後の台湾における消費

者信用マーケットに対する規制強化

の影響によって業績が低迷してお

り、また、今後の業績回復が見込め

ないと判断されるため解散を決議す

るに至ったものです。 

  

普羅米斯顧問股份有限公司の概要 

  

 なお、同社に対する資金支援のた

め、当社個別の業績では、4,000百

万円程度の損失が発生する見込であ

ります。また、連結の業績に与える

影響は軽微であります。 

(1) 事業内容 金融機関の貸

付 債 権 の 評

価、分析及び

買取 

(2) 持分比率 100％ 

(3) 解散予定日 平成19年４月

30日 

(4) 負債総額 9,186百万円 

(平成18年６月

30日現在) 

(新規会員向け適用金利引下げについ

て) 

 当社は、平成19年10月30日開催の

取締役会において、平成19年12月19

日以降に契約するすべての新規会員

に対する貸付金利を引き下げ、年率

7.90％～17.80％とすることを決議

いたしました。これにより、当期の

営業収益が400百万円程度減少する

ことを見込んでおります。 

  

(朝日エンタープライズ株式会社と三

洋信販株式会社の株式交換について) 

 当社の完全子会社である朝日エン

タープライズ株式会社（以下「朝日

エンタープライズ」といいます。）

と三洋信販株式会社（以下「三洋信

販」といいます。）は、当社と三洋

信販との経営統合に関する契約（平

成19年７月31日付け）に基づき、当

社と三洋信販の両社が保有する経営

資源を相互補完的に活用することに

より強固な事業基盤を確立し、相乗

効果の創出と将来に向けた新たな成

長の加速を図るために、三洋信販が

平成19年10月15日開催の取締役会に

おいて、朝日エンタープライズを完

全親会社、三洋信販を完全子会社と

する株式交換（以下「本株式交換」

といいます。）を行うことを決議

し、同日株式交換契約（以下「本株

式交換契約」といいます。）を締結

いたしました。 

 本株式交換契約は、平成19年11月

20日開催の臨時株主総会にて承認を

得ております。これに伴い、三洋信

販は平成19年12月26日を株式交換効

力発生日として朝日エンタープライ

ズの完全子会社となる予定でありま

す。 

(1)株式交換契約の概要 

①株式交換の内容 

三洋信販及び朝日エンタープ

ライズは、会社法第767条乃至第

769条に定める方法により株式交

換を行ないます。 

なお、三洋信販については、

会社法第784条第１項の規定に基

づく略式株式交換の要件を充足

しておりますが、株式交換契約

についての株主総会の承認が三

洋信販の発行する新株予約権の

消却事由とされるため、新株予

約権の消却のため、株式交換契

約について株主総会の承認を得

るものです。 

(国内金融子会社の再編について) 

 当社は、平成19年５月１日開催の

取締役会において、連結子会社であ

る株式会社クオークローン及びサン

ライフ株式会社の２社について、再

編を行うことを決議致しました。両

社は現在、国内で消費者金融業を営

んでおりますが、今般の貸金業規制

法の改正を踏まえ、今後のグループ

事業展開効率化のため、新規取引を

停止するとともに、平成19年９月頃

を目処に、大部分の貸付債権を当社

及び当社連結子会社であるパル債権

回収株式会社に譲渡した上、当面は

一部債権の管理業務のみを行うこと

を予定しております。これに伴い、

両社の営業店舗はすべて廃店となる

見込みですが、スキームの詳細につ

いては現在検討中であり、平成20年

３月期の業績に与える影響は未定で

あります。 

  

(外貨建社債の発行について) 

 当社は、平成19年３月26日開催の

取締役会決議に基づき、下記内容の

第１回米ドル建て普通社債を発行い

たしました。 

(1) 社債の種類 無担保普通社債 

(2) 発行総額 ５億米ドル 

(3) 発行価額 99.846％ 

(4) 利率 年5.95％ 

(円建て支払ベース 

：年2.234％) 

(5) 払込期日 平成19年６月13日 

(6) 償還方法 

及び期限 

①本社債は平成24

年６月13日にそ

の総額を償還す

る。 

②当社は、当社の選

択により、本社債

権者に対して償還

日から 30 日以上

60 日以内の事前

通知を行った上

で、その時点にお

いて残存する本社

債の全部又は一部

を繰上償還するこ

とができる。 

(7) 資金の使途 運転資金 



  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  

②株式交換日 

平成19年12月26日 

③株式交換に際して交付する金銭 

本株式交換の効力発生日の前

日である平成19年12月25日の最

終の三洋信販の株主名簿（実質

株主名簿を含む。）に記載又は

記録された朝日エンタープライ

ズを除く三洋信販の株主（実質

株主を含む。）に対し、その保

有する三洋信販株式１株につき

3,623円の金銭を交付します。 

④自己株式及び新株予約権の取扱

い 

三洋信販は、本株式交換の効

力発生日の前日までに、それま

でに取得し保有する自己株式の

全てを消却します。 

また、三洋信販は、三洋信販

が発行している新株予約権の全

てを、無償で取得し、消却しま

す。 

(2) 朝日エンタープライズの概要 

代 表 者 杉木 俊文 

資 本 金 63百万円 

住    所 東京都千代田区 

大手町一丁目２番４号 

①主な事業内容 

三洋信販株式の取得及び保有 

②売上高及び当期純利益 

 （平成19年３月期・単体） 

売 上 高 583百万円 

当期純利益 595百万円 

③資産、負債、資本の状況 

 （平成19年３月期・単体） 

資 産 合 計 7,785百万円 

負 債 合 計 1,064百万円 

純資産合計 6,720百万円 

(3)その他の事項 

三洋信販が本株式交換契約によ

り平成19年12月26日をもって朝日

エンタープライズの完全子会社に

なることを受けて、三洋信販株式

は、株式会社東京証券取引所及び

証券会員制法人福岡証券取引所の

株券上場廃止基準に従い、平成19

年11月21日に整理ポストに割り当

てられ、平成19年12月19日に上場

廃止（最終売買日は平成19年12月

18日）となりました。 

 



  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (外貨建社債の発行について) 

当社は、平成19年11月30日開催の

取締役会において、下記内容の米国

私募債の発行を決議いたしました。

なお、発行総額、発行年限、発行価

額及び利率は平成20年２月に決定す

る予定となっております。 
  

(1) 社債の種類 無担保普通社債 

(2) 発行総額 ５億米ドル～ 

10億米ドル 

(3) 発行年限 ７年～10年 

(4) 発行価額 未定 

(5) 利率 未定 

(6) 払込予定 

  期日 

平成20年２月～ 

平成20年３月 

(7) 資金の使途 借入金返済資金 

 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金   52,170     48,875     52,835    

２ 営業貸付金 ※2,3, 
 4,6 1,273,379   1,183,965 1,193,876    

３ 短期貸付金 ※2,7 116,925     200,460     155,934    

４ その他   81,773     107,948     91,470    

貸倒引当金 ※9 △171,500     △241,200     △259,200    

 流動資産合計     1,352,749 88.0   1,300,049 89.5   1,234,918 89.1

Ⅱ 固定資産                    

１ 有形固定資産 ※1 64,749     61,627     63,491    

２ 無形固定資産   8,623     7,663     8,554    

３ 投資その他の資産 ※2 111,265     82,928     78,289    

 固定資産合計     184,638 12.0   152,219 10.5   150,336 10.9

 資産合計     1,537,388 100.0   1,452,268 100.0   1,385,254 100.0

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

１ 短期借入金 ※2 7,825     100,000     5,000    
２ １年内返済予定 

長期借入金 ※2 141,816   109,273 128,777    

３ コマーシャル 
ペーパー   20,000   ― ―    

４ １年内償還予定 
社債   40,000     50,000     50,000    

５ 未払法人税等   6,670     284     104    

６ 賞与引当金   3,124     3,021     2,935    

７ 役員賞与引当金   ―     50     ―    
８ 債務保証損失 

引当金   12,571     13,157     12,233    

９ 関係会社支援損失 
引当金   5,051   ― ―    

10 利息返還損失 
引当金   30,600     65,800     65,800    

11 その他   10,822     10,429     11,945    

流動負債合計     278,481 18.1   352,014 24.2   276,794 20.0

Ⅱ 固定負債                    

１ 社債   150,000     240,411     190,000    

２ 長期借入金 ※2 419,199     333,977     385,439    

３ 退職給付引当金   630     990     867    
４ 役員退職慰労 

引当金   312     233     337    

５ 利息返還損失 
引当金   91,200     167,600     167,600    

６ その他   1,628     1,793     3,899    

固定負債合計     662,970 43.1   745,005 51.3   748,143 54.0

負債合計     941,451 61.2   1,097,020 75.5   1,024,938 74.0

           



  

    
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     80,737 5.3   80,737 5.6   80,737 5.8

２ 資本剰余金                    

(1) 資本準備金   112,639     112,639     112,639    

(2) その他資本剰余金   14,697     14,696     14,697    

資本剰余金合計     127,337 8.3   127,336 8.8   127,336 9.2

３ 利益剰余金                    

(1) 利益準備金   12,263     12,263     12,263    

(2) その他利益剰余金                    

別途積立金   566,700     176,700     566,700    

繰越利益剰余金   △137,032     13,101     △374,889    

利益剰余金合計     441,930 28.7   202,065 13.9   204,073 14.7

４ 自己株式     △57,422 △3.7   △57,423 △4.0   △57,423 △4.1

株主資本合計     592,583 38.6   352,715 24.3   354,725 25.6

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券 
  評価差額金   3,382 2,538  5,609  

２ 繰延ヘッジ損益     △28     △6     △19  

評価・換算差額等
合計     3,353 0.2   2,532 0.2   5,590 0.4

純資産合計     595,936 38.8   355,248 24.5   360,315 26.0

負債純資産合計     1,537,388 100.0   1,452,268 100.0   1,385,254 100.0

          



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 営業収益                    

１ 営業貸付金利息     143,121     126,012     276,843  

２ その他の営業収益     12,204     12,753     23,067  

営業収益合計     155,325 100.0   138,765 100.0   299,910 100.0

Ⅱ 営業費用                    

１ 金融費用 ※1   6,837     8,431     14,095  

２ その他の営業費用 ※2   136,277     119,708     483,324  

営業費用合計     143,114 92.1   128,140 92.3   497,419 165.9

営業利益又は 
営業損失(△)     12,211 7.9   10,624 7.7   △197,508 △65.9

Ⅲ 営業外収益 ※3   530 0.3   701 0.5   1,019 0.3

Ⅳ 営業外費用 ※4   169 0.1   90 0.1   363 0.1

経常利益又は 
経常損失(△)     12,572 8.1   11,236 8.1   △196,852 △65.6

Ⅴ 特別利益 ※5   335 0.2   55 0.0   3,129 1.0

Ⅵ 特別損失 ※6,7   156,236 100.6   7,381 5.3   193,120 64.4

税引前中間純利益 
又は税引前中間 
(当期)純損失(△) 

   △143,328 △92.3 3,910 2.8   △386,843 △129.0

法人税、住民税 
及び事業税   6,995   707 2,575   

法人税等調整額   △6,582 412 0.2 △1,446 △738 △0.6 △14,478 △11,903 △4.0

中間純利益又は 
中間(当期)純損 
失(△) 

    △143,741 △92.5   4,649 3.4   △374,940 △125.0

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

（注）平成18年６月20日の定期株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 資本準備金 
その他資本

剰余金 利益準備金

その他利益剰余金 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高（百万円） 80,737 112,639 14,697 12,263 538,700 41,434 △57,418 743,053 

中間会計期間中の変動額                 

 剰余金の配当（注）           △6,657   △6,657 

 役員賞与（注）           △67   △67 

 別途積立金の積立（注）         28,000 △28,000   ― 

 中間純損失           △143,741   △143,741 

 自己株式の取得             △3 △3 

自己株式の処分     △0       0 0 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） ― ― △0 ― 28,000 △178,466 △3 △150,470 

平成18年９月30日残高（百万円） 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △137,032 △57,422 592,583 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 11,609 ― 11,609 754,662 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当（注）       △6,657 

 役員賞与（注）       △67 

 別途積立金の積立（注）       ― 

 中間純損失       △143,741 

 自己株式の取得       △3 

自己株式の処分       0 

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額） 

△8,227 △28 △8,255 △8,255 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） △8,227 △28 △8,255 △158,725 

平成18年９月30日残高（百万円） 3,382 △28 3,353 595,936 



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 資本準備金 
その他資本

剰余金 利益準備金

その他利益剰余金 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日残高（百万円） 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △374,889 △57,423 354,725 

中間会計期間中の変動額                 

 剰余金の配当           △6,657   △6,657 

 別途積立金の積立         △390,000 390,000   ― 

 中間純利益           4,649   4,649 

 自己株式の取得             △1 △1 

自己株式の処分     △0       0 0 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） ― ― △0 ― △390,000 387,991 △0 △2,009 

平成19年９月30日残高（百万円） 80,737 112,639 14,696 12,263 176,700 13,101 △57,423 352,715 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計 

平成19年３月31日残高（百万円） 5,609 △19 5,590 360,315 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当       △6,657 

 別途積立金の積立       ― 

 中間純利益       4,649 

 自己株式の取得       △1 

自己株式の処分       0 

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額） 

△3,070 12 △3,058 △3,058 

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） △3,070 12 △3,058 △5,067 

平成19年９月30日残高（百万円） 2,538 △6 2,532 355,248 



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

（注）平成18年６月20日の定期株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 資本準備金 
その他資本

剰余金 利益準備金

その他利益剰余金 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高（百万円） 80,737 112,639 14,697 12,263 538,700 41,434 △57,418 743,053 

事業年度中の変動額                 

 剰余金の配当(注)           △6,657   △6,657 

 剰余金の配当           △6,657   △6,657 

 役員賞与(注)           △67   △67 

 別途積立金の積立(注)         28,000 △28,000   ― 

 当期純損失           △374,940   △374,940 

 自己株式の取得             △4 △4 

自己株式の処分     △0       0 0 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） ― ― △0 ― 28,000 △416,323 △4 △388,328 

平成19年３月31日残高（百万円） 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △374,889 △57,423 354,725 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益

評価・換算

差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 11,609 ― 11,609 754,662 

事業年度中の変動額         

 剰余金の配当(注)       △6,657 

 剰余金の配当       △6,657 

 役員賞与(注)       △67 

 別途積立金の積立(注)       ― 

 当期純損失       △374,940 

 自己株式の取得       △4 

自己株式の処分       0 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

△5,999 △19 △6,018 △6,018 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） △5,999 △19 △6,018 △394,347 

平成19年３月31日残高（百万円） 5,609 △19 5,590 360,315 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

      

(1) 有価証券 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

移動平均法による原

価法によっておりま

す。 

① 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

① 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

  ② その他有価証券 

  時価のあるものは、 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法によ

っております。 

なお、評価差額は全

部純資産直入法により

処理し、売却原価は移

動平均法により算定し

ております。 

② その他有価証券 

同左 

② その他有価証券 

時価のあるものは、 

期末日の市場価格等に

基づく時価法によって

おります。 

なお、評価差額は全

部純資産直入法により

処理し、売却原価は移

動平均法により算定し

ております。 

  時価のないものは、

移動平均法による原価

法によっております。 

  時価のないものは、

移動平均法による原価

法によっております。 

(2) デリバティブ 時価法によっておりま

す。 

同左 同左 



  

  

項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

２ 固定資産の減価償
却の方法 

      

(1) 有形固定資産 定率法によっておりま
す。 
ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建
物附属設備を除く。)につ
いては、定額法によってお
ります。 
なお、取得価額10万円以

上20万円未満の少額減価償
却資産については、３年間
で均等償却しております。 
また、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 
建物及び構築物 ３～50年
器具備品 ２～20年

① 建物(建物附属設備は
除く。) 
ａ 平成10年３月31日

以前に取得したもの 
旧定率法によって

おります。 
ｂ 平成10年４月１日
から平成19年３月31
日までに取得したも
の 
旧定額法によって

おります。 
ｃ 平成19年４月１日
以降に取得したもの 
定額法によってお

ります。 
② 建物以外 
ａ 平成19年３月31日
以前に取得したもの 
旧定率法によって

おります。 
ｂ 平成19年４月１日
以降に取得したもの 
定率法によってお

ります。 
  
なお、取得価額10万円以

上20万円未満の少額減価償
却資産については、３年間
で均等償却しております。 
また、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

  
(会計方針の変更) 
当中間会計期間から法人

税法の改正((所得税法等の
一部を改正する法律 平成
19年３月30日 法律第６
号)及び(法人税法施行令の
一部を改正する政令 平成
19年３月30日 政令第83
号))に伴い、平成19年４月
１日以降に取得したものに
ついては、改正後の法人税
法に基づく方法に変更して
おります。 

この変更による損益に与
える影響は軽微でありま
す。 
(追加情報) 
なお、当中間会計期間か

ら、平成19年３月31日以前
に取得したものについて
は、償却可能限度額まで償
却が終了した翌年から５年
間で均等償却する方法によ
っております。 
この変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま
す。 

建物及び構築物 ３～50年
器具備品 ２～20年

定率法によっておりま
す。 
ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建
物附属設備を除く。)につ
いては、定額法によってお
ります。 
なお、取得価額10万円以

上20万円未満の少額減価償
却資産については、３年間
で均等償却しております。 
また、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 
建物及び構築物 ３～50年
器具備品 ２～20年



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(2) 無形固定資産 定額法によっておりま

す。 

ただし、ソフトウェア

(自社利用分)については、

社内における利用可能期間

(５年)に基づいておりま

す。 

なお、取得価額10万円以

上20万円未満の少額減価償

却資産については、３年間

で均等償却しております。 

  

同左 同左 

(3) 長期前払費用 均等償却しております。 同左 同左 

３ 繰延資産の処理方

法 

  

社債発行費 

支出時に全額費用として

処理しております。 

  

同左 

  

同左 

４ 引当金の計上基準       

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備える

ため、貸倒実績率により計

上しております。 

なお、営業貸付金等の状

況に応じ、必要と見込まれ

る額まで追加計上すること

にしております。 

  

同左 同左 

(2) 賞与引当金 当中間会計期間末に在籍

する使用人に対して支給す

る賞与に充てるため、支給

見込額に基づき計上してお

ります。 

  

同左 当事業年度末に在籍する

使用人に対して支給する賞

与に充てるため、支給見込

額に基づき計上しておりま

す。 

(3) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞

与に充てるため、支給見込

額のうち、当中間会計期間

に対応する見積額を計上す

ることとしております。 

  

役員に対して支給する賞

与に充てるため、支給見込

額のうち、当中間会計期間

に対応する見積額を計上す

ることとしております。 

役員に対して支給する賞

与に充てるため、支給見込

額を計上することとしてお

ります。 

  (会計方針の変更) 

当中間会計期間から「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用してお

ります。 

なお、当中間会計期間に

おいては、支給額を合理的

に見積もることが困難であ

るため、計上しておりませ

ん。 

  

  (会計方針の変更) 

当事業年度から「役員賞

与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17

年11月29日 企業会計基準

第４号）を適用しておりま

すが、当事業年度において

は、業績に鑑み計上してお

りません。 

従って、これによる損益

に与える影響はありませ

ん。 

(4) 債務保証損失引

当金 

債務保証に係る損失に備

えるため、当中間会計期間

末における損失発生見込額

を計上しております。 

同左 債務保証に係る損失に備

えるため、当事業年度末に

おける損失発生見込額を計

上しております。 

  



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(5) 関係会社支援損

失引当金 

関係会社の支援に伴う損

失に備えるため、関係会社

の財政状況を勘案し、当社

が負担することとなる損失

見込額を計上しておりま

す。 

――――― ――――― 

(6) 利息返還損失引

当金 

顧客等から利息制限法の

上限金利を超過して支払っ

た利息の返還請求があるが

和解に至っていないもの及

び過去の返還実績を踏ま

え、かつ最近の返還状況を

考慮し、返還見込額を合理

的に見積もり、計上してお

ります。 

  

(追加情報) 

日本公認会計士協会より

「消費者金融会社等の利息

返還請求による損失に係る

引当金の計上に関する監査

上の取扱い」（日本公認会

計士協会 平成18年10月13

日 業種別委員会報告第37

号）が公表されたことを踏

まえ、当中間会計期間より

利息返還損失引当金の見積

方法を変更しております。 

この変更に伴い、当中間

会計期間の期首時点におけ

る変更後の見積方法による

引当金計上額と、前事業年

度の見積方法による引当金

計上額との差額につきまし

ては、特別損失（利息返還

損失引当金繰入額）として

156,050百万円を計上して

おります。 

また、利息返還損失引当

金の計上対象となる返還額

のうち、営業貸付金に充当

される見積返還部分である

69,800百万円については、

貸倒引当金に含めて計上し

ております。 

  

顧客等から利息制限法の

上限金利を超過して支払っ

た利息の返還請求があるが

和解に至っていないもの及

び過去の返還実績を踏ま

え、かつ最近の返還状況を

考慮し、返還見込額を合理

的に見積もり、計上してお

ります。 

また、利息返還損失引当

金の計上対象となる返還額

のうち、営業貸付金に充当

される見積返還部分である

133,587 百万円について

は、貸倒引当金に含めて計

上しております。 

顧客等から利息制限法の

上限金利を超過して支払っ

た利息の返還請求があるが

和解に至っていないもの及

び過去の返還実績を踏ま

え、かつ最近の返還状況を

考慮し、返還見込額を合理

的に見積もり、計上してお

ります。 

  

(追加情報) 

日本公認会計士協会より

「消費者金融会社等の利息

返還請求による損失に係る

引当金の計上に関する監査

上の取扱い」（日本公認会

計士協会 平成18年10月13

日 業種別委員会報告第37

号）が公表されたことを踏

まえ、当事業年度より利息

返還損失引当金の見積方法

を変更しております。 
この変更に伴い、当事業

年度の期首時点における変

更後の見積方法による引当

金計上額と、前事業年度の

見積方法による引当金計上

額との差額につきまして

は、特別損失（利息返還損

失引当金繰入額）として

156,050百万円を計上して

おります。 

また、利息返還損失引当

金の計上対象となる返還額

のうち、営業貸付金に充当

される見積返還部分である

157,400 百万円について

は、貸倒引当金に含めて計

上しております。 

(7) 退職給付引当金 

  

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

なお、執行役員について

は別途、内規に基づく当中

間会計期間末要支給額を計

上しております。 

同左 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上

しております。 

なお、過去勤務債務の額

及び数理計算上の差異につ

いては発生年度において一

括費用処理しております。 

また、執行役員について

は別途、内規に基づく当事

業年度末要支給額を計上し

ております。 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(8) 役員退職慰労引
当金 

役員退職慰労金の支給に
備えるため、内規に基づく
当中間会計期間末要支給額
を計上しております。 

同左 役員退職慰労金の支給に
備えるため、内規に基づく
当事業年度末要支給額を計
上しております。 

５ リース取引の処理
方法 

  
リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によって
おります。 

  
同左 

  
同左 

６ ヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方

法 
  

  
繰延ヘッジ処理によって

おります。 
また、特例処理の要件を

満たす金利キャップ取引及
び金利スワップ取引につい
ては、特例処理を採用して
おります。 

  
繰延ヘッジ処理によって

おります。 
また、特例処理の要件を

満たす金利キャップ取引及
び金利スワップ取引につい
ては特例処理に、振当処理
の要件を満たす通貨スワッ
プ取引については振当処理
によっております。 
  

  
繰延ヘッジ処理によって

おります。 
また、特例処理の要件を

満たす金利キャップ取引及
び金利スワップ取引につい
ては、特例処理を採用して
おります。 

② ヘッジ手段とヘ
ッジ対象 

  

ヘッジ手段 
金利キャップ取引及び
金利スワップ取引 

ヘッジ対象 
将来の市中金利上昇が
調達コスト(支払利息)
の上昇に繋がる変動金
利調達 

金利関連 
ヘッジ手段 
金利キャップ取引及び
金利スワップ取引 

ヘッジ対象 
将来の市中金利上昇が
調達コスト(支払利息)
の上昇に繋がる変動金
利調達 

通貨関連 
ヘッジ手段 
通貨スワップ取引 

ヘッジ対象 
外貨建社債 
  

ヘッジ手段 
金利キャップ取引及び
金利スワップ取引 

ヘッジ対象 
将来の市中金利上昇が調
達コスト(支払利息)の上
昇に繋がる変動金利調達

③ ヘッジ方針 
  

ヘッジ取引は、資金調達
における金利の急激な変動
が収益に与える影響を軽減
化する目的で行うことを基
本方針としております。 
  

同左 同左 

④ ヘッジ有効性評
価の方法 

  

ヘッジ手段の指標金利
と、ヘッジ対象の指標金利
との変動幅について相関性
を求めることにより、有効
性を評価しております。 
  

同左 同左 

⑤ リスク管理体制 
  

市場リスクの管理につい
て「財務規程」の中で、財
務活動上発生するリスク毎
にリスク管理方法を定めた
「リスク別管理要項」を設
けております。 
なお、「リスク別管理要

項」は環境の変化に応じて
適時見直しを行い、見直し
のつど取締役会に報告して
おります。 

同左 同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

      

(1) 収益及び費用の

計上基準 

営業貸付金利息は、発生

基準により計上しておりま

す。 

なお、営業貸付金に係る

未収利息については、利息

制限法利率又は約定利率の

いずれか低い方により計上

しております。 

同左 同左 

(2) 消費税等の会計

処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。 

ただし、固定資産に係る

控除対象外消費税等は、

「投資その他の資産」とし

て中間貸借対照表に計上

し、５年間で均等償却を行

っております。 

なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺の上、

残額を流動負債の「その

他」に含めて計上しており

ます。 

同左 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。 

ただし、固定資産に係る

控除対象外消費税等は、

「投資その他の資産」とし

て貸借対照表に計上し、５

年間で均等償却を行ってお

ります。 

  



会計方針の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は595,965百万円で

あります。 

また、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は360,335百万円で

あります。 

また、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

――――― （中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間において、「現金及び預金」に含めて

表示しておりました「譲渡性預金」は、「金融商品会計

に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 平成

19年７月４日）において有価証券として取り扱うことと

されたため、当中間会計期間より流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

なお、譲渡性預金の残高は前中間会計期間末は6,150

百万円、当中間会計期間末は、16,800百万円でありま

す。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
  

  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

34,235百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

36,161百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

35,512百万円 

※２ 担保に供している資産及びそ

の対応する債務 

  イ)担保に供している資産 

※２ 担保に供している資産及びそ

の対応する債務 

  イ)担保に供している資産 

※２ 担保に供している資産及びそ

の対応する債務 

  イ)担保に供している資産 

  

種類 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 128,445 

計 128,445 

  

種類 
中間期末
帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 99,383 
子会社貸付債
権 

97,022 

子会社株式 16,981 
計 213,387 

  

種類 
期末帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 116,059 

計 116,059 

  ロ)対応する債務   ロ)対応する債務   ロ)対応する債務 

  

科目 
中間期末残高
(百万円) 

１年内返済予
定長期借入金 

32,970

長期借入金 91,691 

計 124,661 

科目
中間期末残高
(百万円) 

短期借入金 100,000
１年内返済予
定長期借入金

31,324

長期借入金 65,067

計 196,391   

科目
期末残高 
(百万円) 

１年内返済予
定長期借入金 

31,804 

長期借入金 80,806 

計 112,670 

  上 記 の ほ か、営 業 貸 付 金

316,702百万円について、債権

譲渡予約契約を締結しておりま

す。これに対応する債務は長期

借入金308,592百万円(１年内返

済予定72,637百万円を含む。)

であります。 

また、投資有価証券のうち21

百万円は、営業保証の担保に供

しております。 

また、投資有価証券のうち21

百万円は、営業保証の担保に供

しております。 

  上 記 の ほ か、営 業 貸 付 金

247,243百万円について、債権

譲渡予約契約を締結しておりま

す。これに対応する債務は長期

借入金241,789百万円(１年内返

済予定53,433百万円を含む。)

であります。 

また、投資有価証券のうち21

百万円は、営業保証の担保に供

しております。 

  上 記 の ほ か、営 業 貸 付 金

301,462百万円について、債権

譲渡予約契約を締結しておりま

す。これに対応する債務は短期

借入金5,000百万円、長期借入

金289,028百万円(１年内返済予

定67,268百万円を含む。)であ

ります。 

※３ 営業貸付金のうち個人向無担

保営業貸付金は、1,270,317百

万円であります。 

※３ 営業貸付金のうち個人向無担

保営業貸付金は、1,181,471百

万円であります。 

※３ 営業貸付金のうち個人向無担

保営業貸付金は、1,191,129百

万円であります。 

※４ 営業貸付金に係る貸出コミッ

トメントライン契約 

営業貸付金のうち1,273,129

百万円は、リボルビング方式に

よる契約(極度借入基本契約で

自動更新)であります。同契約

は、一定の利用限度枠を決めて

おき、契約上規定された条件に

ついて違反がない限り、利用限

度額の範囲で繰返し貸出しがで

きる契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高

は、325,240百万円(有担保リボ

ルビング契約189百万円を含

む。)であります。この融資未

実行残高には、残高がない顧客

(残高がなく２年以上入出金の

ない顧客は除く。)も含めてお

ります。 

※４ 営業貸付金に係る貸出コミッ

トメントライン契約 

営業貸付金のうち1,183,795

百万円は、リボルビング方式に

よる契約(極度借入基本契約で

自動更新)であります。同契約

は、一定の利用限度枠を決めて

おき、契約上規定された条件に

ついて違反がない限り、利用限

度額の範囲で繰返し貸出しがで

きる契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高

は、262,617百万円(有担保リボ

ルビング契約161百万円を含

む。)であります。この融資未

実行残高には、残高がない顧客

(残高がなく２年以上入出金の

ない顧客は除く。)も含めてお

ります。 

※４ 営業貸付金に係る貸出コミッ

トメントライン契約 

営業貸付金のうち1,193,665

百万円は、リボルビング方式に

よる契約(極度借入基本契約で

自動更新)であります。同契約

は、一定の利用限度枠を決めて

おき、契約上規定された条件に

ついて違反がない限り、利用限

度額の範囲で繰返し貸出しがで

きる契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高

は、298,310百万円(有担保リボ

ルビング契約168百万円を含

む。)であります。この融資未

実行残高には、残高がない顧客

(残高がなく２年以上入出金の

ない顧客は除く。)も含めてお

ります。 



  

  
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

   なお、同契約は、融資実行さ

れずに終了するものもあるた

め、融資未実行残高そのものが

必ずしも当社の将来のキャッシ

ュ・フローに影響を与えるもの

ではありません。 

   同契約には、顧客の信用状況

の変化、その他相当の事由があ

るときは、当社が実行申し込み

を受けた融資の拒絶又は利用限

度額の増減をすることができる

旨の条項がつけられておりま

す。 

   また、契約後も定期的に契約

の見直し、与信保全上の措置等

を講じております。 

   なお、同契約は、融資実行さ

れずに終了するものもあるた

め、融資未実行残高そのものが

必ずしも当社の将来のキャッシ

ュ・フローに影響を与えるもの

ではありません。 

   同契約には、顧客の信用状況

の変化、その他相当の事由があ

るときは、当社が実行申し込み

を受けた融資の拒絶又は利用限

度額の増減をすることができる

旨の条項がつけられておりま

す。 

   また、契約後も定期的に契約

の見直し、与信保全上の措置等

を講じております。 

   なお、同契約は、融資実行さ

れずに終了するものもあるた

め、融資未実行残高そのものが

必ずしも当社の将来のキャッシ

ュ・フローに影響を与えるもの

ではありません。 

   同契約には、顧客の信用状況

の変化、その他相当の事由があ

るときは、当社が実行申し込み

を受けた融資の拒絶又は利用限

度額の増減をすることができる

旨の条項がつけられておりま

す。 

   また、契約後も定期的に契約

の見直し、与信保全上の措置等

を講じております。 

 ５ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 

233,647百万円 

 ５ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 

320,739百万円 

 ５ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 

282,939百万円 

(2) 関係会社の借入金等に対する

保証 

(2) 関係会社の借入金等に対する

保証 

(2) 関係会社の借入金等に対する

保証 

  
保証債務は、すべて外貨建であ

り、PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.に

対する407,000千香港ドル、PROMISE

(THAILAND)CO.,LTD.に対する50,000

千タイバーツ及び南京神州種子産業

有限公司に対する5,000千人民元で

あります。 

被保証者名 
保証金額 
(百万円) 

関係会社   

PROMISE(HONG KONG) 
CO.,LTD. 

6,157 

PROMISE(THAILAND) 
CO.,LTD. 

157 

南京神州種子産業 
有限公司 

74 

合計 6,389 

  
保証債務のうち、外貨建のもの

は、PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.に

対する215,000千香港ドル、PROMISE

(THAILAND)CO.,LTD.に 対 す る

1,030,000千タイバーツ及び南京神

州種子産業有限公司に対する5,000

千人民元であります。 

被保証者名 
保証金額
(百万円) 

関係会社   

PROMISE(HONG KONG)
CO.,LTD. 

3,199 

PROMISE(THAILAND)
CO.,LTD. 

3,780 

南京神州種子産業
有限公司 

76 

㈱カウイチ 11 

合計 7,067   
保証債務はすべて外貨建であり、

PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.に対す

る 310,000 千 香 港 ド ル、PROMISE

(THAILAND)CO.,LTD.に 対 す る

1,050,000千タイバーツ及び南京神

州種子産業有限公司に対する5,000

千人民元であります。 

被保証者名 
保証金額 
(百万円) 

関係会社   

PROMISE(HONG KONG) 
CO.,LTD. 

4,684 

PROMISE(THAILAND) 
CO.,LTD. 

3,853 

南京神州種子産業 
有限公司 

76 

合計 8,613 



  

  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※６ 不良債権の状況 ※６ 不良債権の状況 ※６ 不良債権の状況 

区分 
金額 

(百万円) 

破綻先債権 667 

延滞債権 89 

３カ月以上延滞債権 17,958 

貸出条件緩和債権 63,295 

計 82,009 

区分
金額

(百万円) 

破綻先債権 1,643 

延滞債権 7,708 

３カ月以上延滞債権 20,266 

貸出条件緩和債権 75,819 

計 105,437 

区分
金額 

(百万円) 

破綻先債権 492 

延滞債権 76 

３カ月以上延滞債権 14,292 

貸出条件緩和債権 66,927 

計 81,789 

 ① 破綻先債権とは、元本又は利

息の支払の遅延が相当期間継続

していることその他の事由によ

り元本又は利息の取り立て又は

弁済の見込みがないものとし

て、未収利息を計上しなかった

貸付金(以下、「未収利息不計

上貸付金」)のうち、破産債

権、更生債権その他これらに準

ずる債権であります。 

 ①     同左  ①     同左 

 ② 延滞債権とは、未収利息不計

上貸付金のうち、破綻先債権に

該当しないもので、債務者の経

営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した

もの以外の債権であります。 

 ②     同左 

  

 ②     同左 

 ③ ３カ月以上延滞債権とは、元

本又は利息の支払が、約定支払

日の翌日から３カ月以上遅延し

ている貸付金で、破綻先債権及

び延滞債権に該当しないもので

あります。 

 ③     同左  ③     同左 

 ④ 貸出条件緩和債権とは、当該

債権の回収を促進することなど

を目的に、利息の支払猶予等、

債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

   なお、63,295百万円のうちに

は、延滞日数が30日以内のもの

が58,707百万円含まれておりま

す。 

  

 ④ 貸出条件緩和債権とは、当該

債権の回収を促進することなど

を目的に、利息の支払猶予等、

債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

   なお、75,819百万円のうちに

は、延滞日数が30日以内のもの

が71,155百万円含まれておりま

す。 

④ 貸出条件緩和債権とは、当該

債権の回収を促進することなど

を目的に、利息の支払猶予等、

債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

   なお、66,927百万円のうちに

は、延滞日数が30日以内のもの

が63,270百万円含まれておりま

す。 

※７ 担保受入金融資産 

   短期貸付金には28,992百万円

の現先取引が含まれておりま

す。 

   これにより、現先有価証券の

売手から担保として有価証券を

受入れております。 

   なお、受入れた有価証券の中

間期末時価は、次のとおりであ

ります。 

内容 
時価 

(百万円) 

コマーシャルペーパー 

政府短期証券 

25,794 

3,197 

計 28,992 

※７ 担保受入金融資産 

   短期貸付金には55,960百万円

の現先取引が含まれておりま

す。 

   これにより、現先有価証券の

売手から担保として有価証券を

受入れております。 

   なお、受入れた有価証券の中

間期末時価は、次のとおりであ

ります。 

内容
時価

(百万円) 

コマーシャルペーパー

有価証券 

35,969 

20,008 

計 55,978 

※７ 担保受入金融資産 

   短期貸付金には71,931百万円

の現先取引が含まれておりま

す。 

   これにより、現先有価証券の

売手から担保として有価証券を

受入れております。 

   なお、受入れた有価証券の期

末時価は、次のとおりでありま

す。 

内容
時価 

(百万円) 

コマーシャルペーパー 61,934 

有価証券 9,997 

計 71,931 



  

  
次へ 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日)  

 ８ 当座貸越契約(これに準ずる

契約を含む。)及び貸出コミッ

トメント契約による借入未実行

残高は、次のとおりでありま

す。 

  (当座貸越契約) 

借入枠 14,050百万円

借入実行残高 7,825百万円

差引 6,225百万円

 ８ 当座貸越契約(これに準ずる

契約を含む。)及び貸出コミッ

トメント契約による借入未実行

残高は、次のとおりでありま

す。 

  (当座貸越契約) 

借入枠 50百万円

借入実行残高 ―百万円

差引 50百万円

 ８ 当座貸越契約(これに準ずる

契約を含む。)及び貸出コミッ

トメント契約による借入未実行

残高は、次のとおりでありま

す。なお、貸出コミットメント

契約の未実行借入枠のうち、

59,025百万円については、一部

財務制限条項に抵触しているた

め、条件等について交渉中であ

ります。 

  (当座貸越契約) 

借入枠 14,050百万円

借入実行残高 ―百万円

差引 14,050百万円

  (貸出コミットメント契約) 

借入枠 164,450百万円

借入実行残高 ―百万円

差引 164,450百万円

  (貸出コミットメント契約) 

借入枠 72,215百万円

借入実行残高 ―百万円

差引 72,215百万円

  (貸出コミットメント契約) 

借入枠 108,025百万円

借入実行残高 ―百万円

差引 108,025百万円

※９ 貸倒引当金には利息返還金の
うち、営業貸付金に充当される
見積返還額69,800百万円が含ま
れております。 

※９ 貸倒引当金には利息返還金の
うち、営業貸付金に充当される
見積返還額133,587百万円が含
まれております。 

※９ 貸倒引当金には利息返還金の
うち、営業貸付金に充当される
見積返還額157,400百万円が含
まれております。 



(中間損益計算書関係) 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 金融費用の主要項目 
支払利息 3,985百万円

社債利息 2,022百万円

ＣＰ利息 69百万円

※１ 金融費用の主要項目
支払利息 4,076百万円

社債利息 2,706百万円

社債発行費 532百万円

※１ 金融費用の主要項目 
支払利息 8,234百万円

社債利息 3,904百万円

社債発行費 316百万円

※２ 減価償却実施額 
有形固定資産 2,168百万円

無形固定資産 1,388百万円

※２ 減価償却実施額
有形固定資産 1,699百万円

無形固定資産 1,113百万円

※２ 減価償却実施額 
有形固定資産 4,392百万円

無形固定資産 2,816百万円

※３ 営業外収益の主要項目 
貸付金利息 98百万円

受取配当金 89百万円
受取経営指導
料 

58百万円

保険金及び 
保険配当金 

16百万円

※３ 営業外収益の主要項目
貸付金利息 181百万円

受取配当金 92百万円
受取経営指導
料 

73百万円

保険金及び
保険配当金 

135百万円

法人税等還付
加算金 

106百万円

※３ 営業外収益の主要項目 
貸付金利息 197百万円

受取配当金 210百万円
受取経営指導
料 

124百万円

保険金及び 
保険配当金 

147百万円

※４ 営業外費用の主要項目 
店舗等移転 
諸費用 

63百万円

店舗等解約費 28百万円

※４ 営業外費用の主要項目
店舗等移転
諸費用 

39百万円

店舗等解約費 19百万円

※４ 営業外費用の主要項目 
店舗等移転 
諸費用 

155百万円

店舗等解約費 39百万円

※５ 特別利益の主要項目 
投資有価証券 
売却益 

106百万円

補償損失 
引当金戻入益 

220百万円

※５ 特別利益の主要項目
投資有価証券
売却益 

55百万円

※５ 特別利益の主要項目 
投資有価証券 
売却益 

2,900百万円

補償損失
引当金戻入益 

220百万円

※６ 特別損失の主要項目 
利息返還損失 
引当金繰入額 

156,050百万円

固定資産除却
損 

98百万円

※６ 特別損失の主要項目
関係会社株式
評価損 

6,712百万円

固定資産除却
損 

268百万円

減損損失 197百万円

事業再構築損
失 

193百万円

※６ 特別損失の主要項目 
関係会社株式
評価損 

26,881百万円

投資有価証券 
評価損 

5,598百万円

利息返還損失 
引当金繰入額 

156,050百万円

関係会社清算
損失 

4,111百万円

固定資産除却
損 

294百万円



  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

※７      ――――― 

  

※７ 当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しておりま

す。 

用途 種類 場所 

遊休 

資産 
電話加入権 東京都 

※７ 当事業年度において、当社は

以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。 

  

用途 種類 場所 

遊休 

資産 

建物及び 

土地 
新潟県 

  (資産をグループ化した方法) 

当社は、金融事業の用に供し

ている資産について金融事業全

体で１つの資産グループとし、

また、金融事業の用に供してい

ない遊休資産についてはそれぞ

れの物件毎に１つの資産グルー

プとしております。 

(資産をグループ化した方法) 

当社は、金融事業の用に供し

ている資産について金融事業全

体で１つの資産グループとし、

また、金融事業の用に供してい

ない遊休資産についてはそれぞ

れの物件毎に１つの資産グルー

プとしております。 

  (減損損失を認識するに至った経

緯及び減損損失の金額) 

遊休資産については、市場価

格が帳簿価額より著しく下落し

ていることにより帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(197百万円)と

して特別損失に計上しておりま

す。 

(減損損失を認識するに至った経

緯及び減損損失の金額) 

遊休資産については、市場価

格が帳簿価額より著しく下落し

ていることにより帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(43百万円)とし

て特別損失に計上しておりま

す。その内訳は、建物35百万

円、土地７百万円であります。 (回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、市場価格

に基づき算出しております。 

(回収可能価額の算定方法) 

回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、建物及び

土地については不動産鑑定士に

よる鑑定評価額等に基づき算出

しております。 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加        562株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増し請求者への売却による減少  31株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加        414株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増し請求者への売却による減少 120株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加        853株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増し請求者への売却による減少  89株 

  

  

前へ   次へ 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 8,047,638 562 31 8,048,169 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 8,048,402 414 120 8,048,696 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 8,047,638 853 89 8,048,402 



(リース取引関係) 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

  

  

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

車両 

運搬具 
39 25 13

器具 

備品 
618 594 23

計 657 620 37

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

  

  

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

車両 

運搬具 
20 13 7

器具 

備品 
6 6 ―

計 27 20 7

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

  

  

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

車両 

運搬具 
24 14 9

器具 

備品 
618 617 0

計 642 632 10

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 43百万円

１年超 10百万円

 計 54百万円

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 6百万円

１年超 4百万円

 計 10百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 7百万円

１年超 6百万円

 計 14百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 88百万円

減価償却費 

相当額 
79百万円

支払利息 

相当額 
4百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 5百万円

減価償却費 

相当額 
3百万円

支払利息 

相当額 
1百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 129百万円

減価償却費 

相当額 
105百万円

支払利息 

相当額 
7百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 192百万円

１年超 109百万円

 計 302百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 114百万円

１年超 22百万円

 計 137百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 185百万円

１年超 26百万円

 計 212百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式で時価のあるもの 

(注) 時価の算定方法は、東京証券取引所の最終価格によっております。 

関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

前へ   次へ 

区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式   (百万円) 0 0 0 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間純利益、１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 4,699.13円 １株当たり純資産額 2,801.24円 １株当たり純資産額 2,841.19円

１株当たり中間純損失 1,133.44円 １株当たり中間純利益 36.66円 １株当たり当期純損失 2,956.51円

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため、ま

た、１株当たり中間純損失が計上さ

れているため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため、ま

た、１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

項目 
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△) (百万円) 
△143,741 4,649 △374,940 

普通株式に係る中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△) (百万円) 
△143,741 4,649 △374,940 

普通株主に帰属しない金額の主要な
内訳(百万円) 

― ― ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 126,818 126,818 126,818 

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた中間
(当期)純利益調整額の主要な内訳
(百万円) 

― ― ― 

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中間(当 
期)純利益の算定に用いられた普通 
株式増加数の主要な内訳(千株) 

― ― ― 

普通株式増加数(千株) ― ― ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含まれなかった潜在株式

の概要 

自己株式取得方式によ

るストックオプション 

351,000株 

  

なお、権利喪失によ

り減少したストックオ

プションの目的となる

株式の数が160,800株あ

るため、平成18年９月

30日現在では190,200株

であります。 

――――― 自己株式取得方式によ

るストックオプション 

351,000株 

  

なお、権利喪失によ

り減少したストックオ

プションの目的となる

株式の数が160,800株あ

るため、平成19年３月

31日現在では190,200株

であります。 



 (重要な後発事象) 

  

  

前へ     

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(連結子会社の解散について) 

 当社は、平成18年12月12日開催の

取締役会において、連結子会社であ

る普羅米斯顧問股份有限公司を解散

することを決議いたしました。 

 同社は台湾において、大衆商業銀

行股份有限公司の一般消費者向け小

口ローンの評価、分析及び買取業務

を平成14年12月より展開しておりま

したが、その後の台湾における消費

者信用マーケットに対する規制強化

の影響によって業績が低迷してお

り、また、今後の業績回復が見込め

ないと判断されるため解散を決議す

るに至ったものです。 

  
 普羅米斯顧問股份有限公司の概要 

  

 なお、同社に対する資金支援のた

め、当社個別の業績では、4,000百

万円程度の損失が発生する見込であ

ります。また、連結の業績に与える

影響は軽微であります。 

(1)事業内容 金融機関の貸付

債権の評価、分

析及び買取 
(2)持分比率 100％ 
(3)解散予定日 平成19年４月30

日 
(4)負債総額 9,186百万円 

(平成18年６月

30日現在) 

(新規会員向け適用金利引下げにつ

いて) 

当社は、平成19年10月30日開催の

取締役会において、平成19年12月19

日以降に契約するすべての新規会員

に対する貸付金利を引き下げ、年率

7.90％～17.80％とすることを決議

いたしました。これにより、当期の

営業収益が400百万円程度減少する

ことを見込んでおります。 

  

(外貨建社債の発行について) 

当社は、平成 19 年 11 月 30 日開催

の取締役会において、下記内容の米

国私募債の発行を決議いたしまし

た。なお、発行総額、発行年限、発

行価額及び利率は平成 20 年２月に決

定する予定となっております。 

(1) 社債の種類 無担保普通社債 

(2) 発行総額 ５億米ドル～ 

10億米ドル 

(3) 発行年限 ７年～10年 

(4) 発行価額 未定 

(5) 利率 未定 

(6) 払込予定期

日 

平成20年２月～ 

平成20年３月 

(7) 資金の使途 借入金返済資金 

(国内金融子会社の再編について) 

当社は、平成19年５月１日開催の

取締役会において、連結子会社であ

る株式会社クオークローン及びサン

ライフ株式会社の２社について、再

編を行うことを決議致しました。両

社は現在、国内で消費者金融業を営

んでおりますが、今般の貸金業規制

法の改正を踏まえ、今後のグループ

事業展開効率化のため、新規取引を

停止するとともに、平成19年９月頃

を目処に、大部分の貸付債権を当社

及び当社連結子会社であるパル債権

回収株式会社に譲渡した上、当面は

一部債権の管理業務のみを行うこと

を予定しております。これに伴い、

両社の営業店舗はすべて廃店となる

見込みですが、スキームの詳細につ

いては現在検討中であり、平成20年

３月期の業績に与える影響は未定で

あります。 

  

(外貨建社債の発行について) 

当社は、平成19年３月26日開催の

取締役会決議に基づき、下記内容の

第１回米ドル建て普通社債を発行い

たしました。 

(1) 社債の種類 無担保普通社債 

(2) 発行総額 ５億米ドル 

(3) 発行価額 99.846％ 

(4) 利率 年5.95％ 

(円建て支払ベース 

：年2.234％) 

(5) 払込期日 平成19年６月13日 

(6) 償還方法 

及び期限 

①本社債は平成24

年６月13日にそ

の総額を償還す

る。 

②当社は、当社の選

択により、本社債

権者に対して償還

日から 30 日以上

60 日以内の事前

通知を行った上

で、その時点にお

いて残存する本社

債の全部又は一部

を繰上償還するこ

とができる。 

(7) 資金の使途 運転資金 



(2) 【その他】 

第47期(平成19年４月１日より平成20年３月31日まで)中間配当については、平成19年11月８日開催の取締役会に

おいて、平成19年９月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主(実質株主名簿に記載又は記録された実質株主

を含む)又は登録質権者に対し次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

① 中間配当金の総額 ……………………………………  2,536,359,380円 

② １株当たり中間配当金 ………………………………      20円00銭 

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 …………… 平成19年12月３日 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第46期) 
自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

  平成19年６月20日 

関東財務局長に提出。 

  
(2) 

  
訂正報告関係 

        

            

  
  

①有価証券報告書の訂正報告書 

上記(1) 有価証券報告書の訂正報告書 

  平成19年８月16日 

関東財務局長に提出。 
          

  
  

②有価証券報告書の訂正報告書 

上記(1) 有価証券報告書の訂正報告書 

  平成19年９月26日 

関東財務局長に提出。 
          

  
  

③半期報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

(第46期中) 
自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

  平成19年９月26日 

関東財務局長に提出。 

  
(3) 

  
発行登録関係(普通社債：300,000百万円の発行枠) 

    

            

  
  

①発行登録追補書類及びその添付書類 

 (第40回無担保社債 20,000百万円の発行) 
  平成19年４月13日 

関東財務局長に提出。 
            

  
  

②訂正発行登録書       平成19年６月20日 

関東財務局長に提出。 
            

  
  

③訂正発行登録書       平成19年８月16日 

関東財務局長に提出。 
            

  
  

④訂正発行登録書       平成19年９月25日 

関東財務局長に提出。 
            

  
  

⑤訂正発行登録書       平成19年９月26日 

関東財務局長に提出。 
            

  
  

⑥発行登録追補書類及びその添付書類 

 (第41回無担保社債 20,000百万円の発行) 
  平成19年10月４日 

関東財務局長に提出。 
        

  
  

⑦訂正発行登録書       平成19年10月15日 

関東財務局長に提出。 
            

  ⑧訂正発行登録書 
  

      平成19年11月８日 

関東財務局長に提出。 
            

  
(4) 

  
臨時報告関係 

        

            

  
  

①臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号 

(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書でありま
す。 

  平成19年９月25日 

関東財務局長に提出。 

        

  
  
  

②臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号の
２(連結子会社の株式交換)の規定に基づく臨時報告書であ
ります。 

  平成19年10月15日 

関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１９日

プ ロ ミ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているプロミス株式会社の平成

１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日

まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、プ

ロミス株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成１８年１２月１２日開催の取締役会において、子会社の解散を決議してい

る。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 
  
 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 富 永 正 行 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 野 秀 則 

      

東 陽 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 前 原 一 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 野 敦 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 能 勢   元 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１９年１２月１４日

プ ロ ミ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  
  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているプロミス

株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１

９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、プロミス株式会社及び連結子会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成

１９年４月１日から平成 １９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成１９年１１月３０日開催の取締役会決議において米ドル建て普通社債

の発行を決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

東 陽 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 友 滋 尊 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 前 原 一 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 能 勢   元 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１９日

プ ロ ミ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているプロミス株式会社の平成

１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第４６期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日

まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、プロミス株

式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成１８年１２月１２日開催の取締役会において、子会社の解散を決議してい

る。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 
  
 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 富 永 正 行 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 野 秀 則 

      

東 陽 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 前 原 一 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 野 敦 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 能 勢   元 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１９年１２月１４日

プ ロ ミ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  
  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているプロミス

株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第４７期事業年度の中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１

９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中

間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、プロミ

ス株式会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９

月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成１９年１１月３０日開催の取締役会決議において米ドル建て普通社債

の発行を決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

東 陽 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 友 滋 尊 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 前 原 一 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 能 勢   元 
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